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グローブ  2021年 4月

（公財）世界人権問題研究センター



「法の理念は正義であり法の目的は平和である
だが法の実践は社会悪とたたかう闘争である」

戦前・戦後を通して日本を代表する民法学者として活躍した末川博氏（1892-1977）は、

今日流通している、利便性を重視した様式の六法全書を発案したことでも知られています。

特に、人権との関連で言及すべきは、京都大学法学部の教授を務めていた1933 年に、同

僚の刑法学者・滝川幸辰氏の学説を危険視した文部大臣により発せられた滝川氏への休職

命令に対し、学問の自由と大学自治のために抵抗し、免官された教授の１人であるというこ

とでしょう（京大事件または滝川事件）。

末川氏は、戦後には立命館大学学長として迎えられ、真の大学の自由は私学にあるとの

信念の下、平和と民主主義を教学理念として掲げ、私学教育の充実に貢献しました。この

ことから、立命館大学構内に末川記念会館

が建設されました。

末川記念会館は、正に法の理念を賭けた

社会悪との戦いに身を投じた末川氏の歩みを

偲ぶ場であり、人権についての学びの場でも

あります。

末川記念会館
（立命館大学衣笠キャンパス構内）
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前
回
に
引
き
続
き
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
人
権
に
つ
い

て
考
え
て
み
ま
す
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
Ｓ
Ｎ
Ｓ
や
掲
示
板
の

誹
謗
・
中
傷
等
の
名
誉
毀
損
的
な
書
込
み
に
つ
い
て
、
通
常
は
、

そ
れ
を
知
っ
た
被
害
者
か
ら
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
通
告
が
あ
り
、
そ

こ
で
初
め
て
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
は
そ
の
違
法
な
情
報
の
流
通
を
知
る

こ
と
に
な
る
わ
け
で
す
が
、
そ
の
後
、
そ
の
情
報
を
迅
速
に
削
除

す
れ
ば
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
は
責
任
を
負
わ
な
く
て
済
む
の
で
す
。

し
か
し
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
が
発
信
者
の
氏
名
を
教
え
て
く
れ
な
い

と
、
被
害
者
は
書
込
み
の
削
除
を
求
め
、
受
け
た
損
害
を
賠
償
し

て
貰
え
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

か
と
い
っ
て
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
が
勝
手
に
発
信
者
に
つ
い
て
の

情
報
を
明
か
す
こ
と
は
、
前
回
指
摘
し
ま
し
た
よ
う
に
、
発
信
者

の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
の
権
利
を
侵
害
す
る
ば
か
り
か
、
何
よ
り
も
発

信
者
の
表
現
の
自
由
を
侵
害
す
る
こ
と
に
も
な
り
ま
す
。そ
こ
で
、

①
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
が
責
任
を
負
う
べ
き
場
合
を
明
確
に
す
る
と
と

も
に
、
被
害
者
か
ら
の
要
請
に
応
じ
て
書
込
み
等
を
削
除
し
た
場

合
に
、
発
信
者
と
の
関
係
で
免
責
さ
れ
る
要
件
を
明
確
に
し
、
併

せ
て
、
②
被
害
者
か
ら
発
信
者
情
報
の
開
示
を
請
求
で
き
る
要
件

を
明
確
に
す
る
た
め
、
平
成
一
三
年
一
一
月
一
三
日
に
「
プ
ロ
バ

イ
ダ
ー
責
任
制
限
法
」
が
制
定
さ
れ
た
の
で
し
た
。

そ
こ
で
、
ま
ず
、
①
に
つ
い
て
検
討
し
て
み
ま
し
ょ
う
。
プ
ロ

バ
イ
ダ
ー
は
、
発
信
者
の
情
報
を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
つ
な
ぐ
の

が
本
来
の
業
務
で
す
か
ら
、
誹
謗
・
中
傷
の
書
込
み
の
た
め
に
権

利
を
侵
害
さ
れ
た
被
害
者
が
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
発
信
者
が
誰
で

あ
る
か
を
教
え
て
く
れ
と
い
わ
れ
て
も
、
言
い
換
え
る
と
被
害
者

か
ら
発
信
者
情
報
の
開
示
請
求
を
受
け
て
も
、
そ
れ
に
応
え
る
責

任
は
あ
り
ま
せ
ん
。
む
し
ろ
、
発
信
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
な
い
し

表
現
の
自
由
の
侵
害
と
し
て
人
権
問
題
と
な
り
ま
す
。
最
高
裁
判

所
も
、
発
信
者
情
報
の
開
示
は
、「
発
信
者
の
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
、

表
現
の
自
由
、通
信
の
秘
密
に
係
る
情
報
で
あ
る
」
と
し
て
お
り
、

発
信
者
の
情
報
開
示
は
人
権
侵
害
と
な
る
の
で
、
安
易
に
認
め
る

研
究
セ
ン
タ
ー
理
事
長

学
校
法
人
同
志
社
前
総
長

　
　

大
谷　
　

實

新
し
い
人
権
問
題
へ
の
対
応

新
し
い
人
権
問
題
へ
の
対
応
（
そ
の
二
〇
）

（
そ
の
二
〇
）
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こ
と
は
許
さ
れ
な
い
の
で
す
。

し
か
し
、
発
信
者
を
特
定
で
き
な
い
と
、
被
害
者
は
裁
判
で
争

う
こ
と
も
で
き
ず
、
文
字
通
り
「
泣
き
寝
入
り
」
す
る
ほ
か
あ
り

ま
せ
ん
。
そ
こ
で
被
害
者
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
を
相
手
に
発
信
者

情
報
を
開
示
す
る
た
め
の
正
式
の
裁
判
を
起
こ
す
必
要
が
あ
り
ま

す
。
そ
の
結
果
、
裁
判
所
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
が
そ
の
情
報
の
流

通
に
よ
っ
て
他
人
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
知
っ
て
お

り
、
し
か
も
送
信
を
防
止
す
る
こ
と
が
技
術
的
に
可
能
で
あ
る
場

合
に
は
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
対
し
、
よ
っ
て
生
じ
た
損
害
賠
償
責

任
を
認
め
る
こ
と
と
し
ま
し
た
。

次
に
②
で
す
が
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
損
害
賠
償
を
請
求
す
る
こ

と
も
考
え
た
が
、
問
題
は
誹
謗
・
中
傷
等
の
書
込
み
を
し
た
匿
名

の
発
信
者
こ
そ
憎
む
べ
き
相
手
で
あ
り
、
何
と
し
て
も
そ
の
開
示

を
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
に
請
求
し
た
い
場
合
、
被
害
者
で
あ
っ
て
も
直

ち
に
開
示
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
ま
せ
ん
。
誹
謗
・
中
傷
等
に

よ
る
権
利
侵
害
が
「
明
ら
か
で
あ
る
と
き
」
及
び
「
発
信
者
情
報

の
開
示
を
受
け
る
べ
き
正
当
な
理
由
が
あ
る
と
き
」
に
限
り
、
被

害
者
は
発
信
者
の
氏
名
、
住
所
等
の
発
信
者
情
報
等
の
開
示
を
プ

ロ
バ
イ
ダ
ー
に
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
す
。
表
現
の
自
由

を
重
視
す
る
ゆ
え
ん
で
あ
り
ま
す
。

こ
う
し
て
、
被
害
者
は
、
悪
質
な
匿
名
で
の
名
誉
毀
損
等
の
書

込
み
に
対
し
て
有
力
な
対
抗
手
段
が
与
え
ら
れ
た
の
で
す
が
、
し

か
し
、
昨
年
五
月
、
Ｓ
Ｎ
Ｓ
上
で
の
誹
謗
中
傷
が
原
因
で
自
死
し

た
と
報
道
さ
れ
、匿
名
の
書
込
み
が
大
き
な
問
題
と
な
り
ま
し
た
。

ま
た
、
被
害
者
が
発
信
者
情
報
の
開
示
を
請
求
し
て
も
、
プ
ロ
バ

イ
ダ
ー
が
請
求
に
応
ず
る
と
は
限
り
ま
せ
ん
。
多
く
の
場
合
、
裁

判
所
で
争
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
す
。
特
に
、
プ
ロ
バ
イ
ダ
ー
責

任
制
限
法
四
条
一
項
一
号
が
「
侵
害
情
報
の
流
通
に
よ
っ
て
当
該

開
示
の
請
求
を
す
る
者
の
権
利
が
侵
害
さ
れ
た
こ
と
が
明
ら
か
で

あ
る
と
き
」
と
い
う
要
件
に
つ
い
て
争
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
発

信
者
情
報
が
容
易
に
開
示
さ
れ
な
い
こ
と
が
問
題
と
な
っ
て
い
ま

す
。
表
現
の
自
由
を
尊
重
す
る
た
め
に
は
、
発
信
者
情
報
を
安
易

に
開
示
す
べ
き
で
な
い
で
し
ょ
う
が
、
そ
の
結
果
、
被
害
者
の
救

済
が
軽
視
さ
れ
、
人
権
上
違
法
・
不
当
な
悪
質
情
報
が
安
易
に
流

通
し
て
い
る
こ
と
が
問
題
で
す
。

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
お
け
る
人
権
問
題
は
多
岐
に
渡
っ
て
い
ま

す
が
、
問
題
の
核
心
は
、
匿
名
の
悪
質
な
誹
謗
・
中
傷
等
の
情
報

の
流
通
で
あ
り
ま
す
。
そ
し
て
、
こ
の
事
態
を
解
消
す
る
た
め
の

方
策
は
、
発
信
者
情
報
の
開
示
で
あ
る
こ
と
も
明
ら
か
と
な
っ
て

い
ま
す
。
１
日
も
早
く
法
改
正
が
実
現
す
る
こ
と
を
願
う
ば
か
り

で
す
。
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新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
の
感
染
拡
大
に
よ
り
、
私
た
ち
の
生

活
が
一
変
し
て
一
年
が
た
ち
ま
す
。
誰
も
が
不
安
と
ス
ト
レ
ス

を
感
じ
る
中
で
起
こ
っ
た
た
い
へ
ん
残
念
な
現
象
が
、
感
染
者

へ
の（
あ
る
い
は
感
染
の
可
能
性
が
高
い
と
思
わ
れ
る
人
へ
の
）

差
別
や
誹
謗
中
傷
で
し
た
。
ど
う
し
て
こ
ん
な
こ
と
が
起
こ
る

の
で
し
ょ
う
か
。

●
差
別
の
背
景
に
あ
る
不
安
と
勘
違
い

二
〇
二
〇
年
春
、
新
型
コ
ロ
ナ
の
感
染
拡
大
が
日
々
報
道
さ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
市
民
は
大
き
な
不
安
に
包
ま
れ
ま
し
た
。

各
地
で
感
染
者
が
出
た
際
、
感
染
元
に
な
っ
た
人
の
行
動
（
例

え
ば
卒
業
旅
行
で
海
外
に
行
っ
た
、帰
国
後
ど
こ
に
行
っ
た
等
）

が
細
か
く
報
じ
ら
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
感
染
し
た
人
を
責
め
る

よ
う
な
雰
囲
気
が
生
ま
れ
ま
し
た
。
感
染
者
の
行
動
が
公
表
さ

れ
た
の
は
、
あ
く
ま
で
も
近
く
で
接
触
し
た
人
に
注
意
を
う
な

が
す
た
め
で
し
た
が
、
実
際
は
そ
れ
を
超
え
て
「
感
染
者
は
ど

こ
の
誰
か
」
を
知
り
た
が
る
人
が
増
え
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上

で
も
誹
謗
中
傷
が
起
き
ま
し
た
。

誰
も
が
「
自
分
は
絶
対
に
感
染
し
た
く
な
い
」
と
考
え
ま
す
。

ウ
イ
ル
ス
は
目
に
見
え
な
い
か
ら
こ
そ
、
感
染
し
た
人
を
避
け

る
こ
と
が
「
感
染
予
防
」
に
な
る
と
勘
違
い
し
や
す
い
の
だ
と

思
い
ま
す
。

●
感
染
者
や
医
療
従
事
者
へ
の
差
別
は
許
さ
れ
な
い

望
ん
で
病
気
に
な
る
人
は
い
な
い
し
、「
ど
ん
な
に
気
を
つ

け
て
い
て
も
、
感
染
す
る
こ
と
が
あ
り
う
る
」
と
い
う
事
実
を

ま
ず
理
解
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
感
染
者
へ
の
差
別
は
、
た

だ
で
さ
え
病
気
と
闘
っ
て
い
る
人
を
傷
つ
け
、
生
き
づ
ら
く
し

ま
す
。
本
人
、
家
族
と
も
心
な
い
噂
に
苦
し
め
ら
れ
、
サ
ー
ビ

ス
利
用
の
拒
否
等
も
起
っ
て
い
ま
す
。

感
染
者
差
別
が
あ
る
状
況
は
、「
感
染
拡
大
防
止
」
の
点
か

ら
も
マ
イ
ナ
ス
で
す
。
感
染
が
わ
か
る
と
ど
ん
な
差
別
を
さ
れ

る
か
わ
か
ら
な
い
と
い
う
状
況
で
は
、
た
と
え
感
染
が
疑
わ
れ

る
症
状
が
あ
っ
て
も
、
検
査
を
避
け
る
人
も
出
て
く
る
か
も
し

れ
ま
せ
ん
。
そ
う
で
は
な
く
、
誰
で
も
安
心
し
て
検
査
や
治
療

を
受
け
、
回
復
す
れ
ば
元
の
生
活
に
戻
れ
る
社
会
で
な
く
て
は

な
り
ま
せ
ん
。
周
り
の
人
が
プ
ラ
イ
バ
シ
ー
を
守
る
こ
と
は
不

可
欠
で
す
。

断
ち
切
ろ
う
、
コ
ロ
ナ
差
別
。

断
ち
切
ろ
う
、
コ
ロ
ナ
差
別
。

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

龍
谷
大
学
非
常
勤
講
師

　
　

松
波　

め
ぐ
み
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医
療
従
事
者
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
必
要
不
可
欠
な
仕
事
を

し
て
い
る
人
た
ち
で
す
。
感
染
予
防
の
知
識
を
も
っ
て
仕
事
や

生
活
を
し
て
い
る
の
に
、「
自
分
た
ち
に
う
つ
す
か
も
し
れ
な

い
」
と
の
感
情
か
ら
、
医
療
従
事
者
や
そ
の
家
族
を
差
別
す
る

こ
と
は
、
許
さ
れ
ま
せ
ん
。

●
差
別
を
せ
ず
、
冷
静
に
行
動
す
る
た
め
の
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク

私
は
京
都
市
の
人
権
啓
発
チ
ラ
シ
用
に
、
冷
静
に
行
動
す
る

た
め
の
「
セ
ル
フ
チ
ェ
ッ
ク
」
を
作
成
し
ま
し
た
。
以
下
の
通

り
で
す
。

☑　

  

特
定
の
地
域
出
身
の
人
、
海
外
渡
航
歴
が
あ
る
人
に
つ
い

て
、「
あ
の
人
は
コ
ロ
ナ
だ
」
な
ど
と
決
め
つ
け
た
り
し

て
い
ま
せ
ん
か
。

☑　

  

医
療
従
事
者
や
そ
の
家
族
に
対
し
て
、「
感
染
し
て
い
る

か
も
し
れ
な
い
」
と
い
う
理
由
で
避
け
た
り
、
差
別
的
な

扱
い
を
し
た
り
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

☑　

  

感
染
者
の
情
報
に
つ
い
て
、「
ど
こ
に
住
ん
で
い
る
の
か
」

「
ど
こ
の
学
校
か
？
」
な
ど
と
、
個
人
情
報
を
知
り
た
が

ろ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
か
。（
そ
れ
を
知
っ
て
も
感
染
予

防
に
役
立
つ
わ
け
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。）

☑　

  「
誰
々
が
コ
ロ
ナ
ら
し
い
」
と
い
っ
た
噂
を
耳
に
し
た
と

き
、
そ
れ
を
他
の
人
に
広
め
よ
う
と
し
て
い
ま
せ
ん
か
。

（
人
権
侵
害
に
つ
な
が
り
ま
す
。）

☑　

  「
感
染
し
た
人
は
遊
び
歩
い
て
い
た
人
に
違
い
な
い
」
な

ど
と
、
決
め
つ
け
て
い
ま
せ
ん
か
。（
ど
ん
な
に
気
を
付

け
て
い
て
も
感
染
す
る
こ
と
は
あ
り
、
感
染
者
を
責
め
て

は
い
け
ま
せ
ん
。）

☑　

  

感
染
し
て
治
療
を
受
け
て
い
る
人
が
肉
体
的
・
精
神
的
に

ど
れ
ほ
ど
辛
い
状
況
に
あ
る
か
、
知
ろ
う
と
し
て
い
ま
す

か
。
ま
た
、
想
像
し
て
み
ま
し
た
か
。

☑　

  「
〇
〇
が
コ
ロ
ナ
に
効
く
」
と
い
っ
た
情
報
を
受
け
取
っ

た
と
き
、
十
分
調
べ
ず
に
そ
の
商
品
を
買
い
に
走
っ
た
り

し
て
い
ま
せ
ん
か
。

＝
＝
＝
＝

●
ウ
イ
ル
ス
を
避
け
る
行
動
と
、
人
へ
の
差
別
は
分
け
ら
れ
る

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
ィ
ル
ス
を
避
け
る
た
め
に
は
、「
目
・
鼻
・

口
を
さ
わ
る
前
に
手
を
洗
う
」、「
会
食
を
避
け
る
。
人
と
話
す

時
は
必
ず
マ
ス
ク
を
す
る
」
等
の
具
体
的
予
防
策
が
知
ら
れ
て

き
ま
し
た
。
こ
う
し
た
ウ
イ
ル
ス
を
避
け
る
行
動
は
、
漠
然
と

「
人
」
に
レ
ッ
テ
ル
を
貼
っ
て
差
別
す
る
こ
と
と
は
、
は
っ
き

り
分
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
正
確
な
知
識
を
も
っ
て
、「
人
」

を
差
別
せ
ず
に
感
染
予
防
の
行
動
を
と
っ
て
い
く
こ
と
が
大
切

な
の
で
す
。

二
〇
二
一
年
二
月
現
在
、
国
内
で
は
第
三
波
が
お
さ
ま
り
つ

つ
あ
り
ま
す
が
、
感
染
状
況
は
今
後
ど
の
よ
う
に
推
移
し
て
い

く
か
わ
か
り
ま
せ
ん
が
、「
差
別
」
と
向
き
合
う
必
要
性
は
こ

れ
か
ら
も
続
き
ま
す
。

も
し
身
近
な
人
か
ら
「
誰
々
は
コ
ロ
ナ
ら
し
い
」
等
の
噂
を

耳
に
し
た
ら
、「
そ
ん
な
こ
と
を
言
う
の
は
や
め
ま
し
ょ
う
」

と
言
っ
て
、
差
別
を
断
ち
切
っ
て
い
き
ま
し
ょ
う
。
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皆
さ
ん
に
と
っ
て
「
旅
」
そ
し
て
「
観
光
」
と
は
ど
の
よ
う

な
も
の
で
し
ょ
う
か
。

「
旅
」
と
は
、
人
に
出
会
い
、
風
景
に
出
会
い
、
心
打
た
れ

る
出
来
事
に
出
会
い
、
そ
し
て
新
た
な
自
分
自
身
に
出
会
う
こ

と
…
。
人
は
「
旅
」
を
通
し
て
、
気
づ
き
、
学
び
、
癒
さ
れ
、

元
気
を
も
ら
い
、
成
長
し
、
人
生
が
深
く
、
豊
か
に
な
り
ま
す
。

ま
た
、
人
々
の
来
訪
は
、
地
域
に
活
気
を
与
え
、
暮
ら
し
の

支
え
と
な
り
、
働
く
人
々
や
住
民
の
幸
せ
の
向
上
を
も
た
ら
す

と
と
も
に
、
地
域
の
文
化
や
自
然
、
ま
ち
な
み
と
調
和
し
た
魅

力
的
な
ま
ち
づ
く
り
が
進
展
す
る
な
ど
、
地
域
を
次
世
代
に
維

持
・
継
承
・
発
展
さ
せ
る
原
動
力
と
も
な
り
ま
す
。

そ
し
て
、
人
と
人
と
の
ふ
れ
あ
い
、
交
流
に
よ
り
住
民
の
地

域
に
対
す
る
誇
り
、
愛
着
が
育
ま
れ
る
と
と
も
に
、
お
互
い
の

地
域
や
国
に
対
す
る
理
解
が
深
ま
り
、
世
界
の
平
和
、
友
好
親

善
に
つ
な
が
り
ま
す
。

こ
れ
は
昨
年
一
一
月
に
、
本
市
及
び
京
都
市
観
光
協
会
が
策

定
し
た
「
京
都
観
光
行
動
基
準
（
京
都
観
光
モ
ラ
ル
）」
の
冒

頭
に
掲
げ
ら
れ
た
「
観
光
の
意
義
」
で
す
。

こ
の
よ
う
に
観
光
は
、大
い
な
る
可
能
性
を
秘
め
る
一
方
で
、

近
年
の
外
国
人
観
光
客
の
急
増
等
に
伴
う
一
部
観
光
地
や
市
バ

ス
の
混
雑
、
生
活
文
化
・
習
慣
の
違
い
等
に
よ
る
マ
ナ
ー
違
反
、

そ
し
て
地
域
住
民
へ
の
配
慮
を
欠
い
た
運
営
を
行
う
違
法
・
不

適
正
な
宿
泊
施
設
に
よ
る
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
の
観
光
課
題
な
ど
で

も
明
ら
か
な
よ
う
に
、
市
民
生
活
に
影
響
を
及
ぼ
す
事
態
を
生

じ
さ
せ
る
リ
ス
ク
も
抱
え
て
い
ま
す
。

本
市
で
は
、
こ
れ
ら
の
観
光
課
題
に
対
し
て
、「
京
都
市
宿

泊
施
設
拡
充
・
誘
致
方
針
（H

28.10

）」、「
京
都
観
光
振
興
計

画
２
０
２
０
＋
１
（H

30.5

）」「「
市
民
生
活
と
の
調
和
を
最

重
要
視
し
た
持
続
可
能
な
観
光
都
市
」
の
実
現
に
向
け
た
基
本

指
針
と
具
体
的
方
策
（R

1.11

）」
な
ど
に
基
づ
き
対
策
を
講
じ
、

例
え
ば
違
法
・
不
適
正
な
民
泊
の
激
減
、
祇
園
や
錦
市
場
へ
の

集
中
の
緩
和
な
ど
一
定
の
成
果
も
出
始
め
て
い
ま
し
た
。

し
か
し
な
が
ら
、
人
口
減
少
・
少
子
高
齢
化
の
進
展
や
生
活

様
式
の
変
化
に
よ
る
文
化
の
担
い
手
不
足
、
地
域
コ
ミ
ュ
ニ

テ
ィ
の
衰
退
、
ま
た
地
球
温
暖
化
、
災
害
等
の
危
機
の
発
生
な

ど
、
様
々
な
社
会
的
課
題
の
発
生
が
、
こ
れ
ま
で
多
く
の
観
光

客
を
魅
了
し
て
き
た
京
都
の
文
化
や
芸
術
、
自
然
な
ど
京
都
が

世
界
に
誇
る
「
宝
」
を
支
え
て
き
た
地
域
の
暮
ら
し
に
影
響
を

与
え
て
い
ま
す
。
更
に
は
コ
ロ
ナ
禍
に
よ
り
、
観
光
事
業
者
を

は
じ
め
、
関
係
者
が
甚
大
な
影
響
を
受
け
る
と
と
も
に
、
観
光

に
よ
る
感
染
リ
ス
ク
に
対
す
る
懸
念
も
高
ま
っ
て
い
ま
す
。

京
都
観
光
行
動
基
準

京
都
観
光
行
動
基
準

（
京
都
観
光
モ
ラ
ル
）
に
つ
い
て

（
京
都
観
光
モ
ラ
ル
）
に
つ
い
て

京
都
市
産
業
観
光
局
観
光
Ｍ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
推
進
室

観
光
戦
略
課
長
（
令
和
３
年
３
月
時
点
）

　
　

西
松　

卓
哉
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私
た
ち
の
愛
す
る
京
都
が
京
都
で
あ
り
続
け
る
た
め
に
は
、

こ
う
し
た
課
題
を
一
つ
一
つ
解
決
し
、
市
民
生
活
と
の
調
和
の

下
、
京
都
の
「
宝
」
に
更
な
る
磨
き
を
か
け
、
将
来
に
継
承
し

て
い
く
、
ま
た
、
観
光
が
有
す
る
大
い
な
る
力
を
活
用
し
て
、

地
域
や
社
会
の
課
題
を
解
決
し
、
同
時
に
市
民
の
暮
ら
し
の
豊

か
さ
の
向
上
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
達
成
に
貢
献
し
て
い
く
持
続
可
能

な
観
光
を
目
指
し
て
い
く
必
要
が
あ
り
ま
す
。

そ
の
た
め
に
は
、
上
記
の
よ
う
に
課
題
解
決
に
向
け
た
個
別

対
策
の
取
組
も
重
要
で
す
が
、
加
え
て
観
光
事
業
者
・
従
事
者
、

観
光
客
、
市
民
の
皆
様
な
ど
京
都
観
光
に
関
わ
る
全
て
の
皆
様

が
、
お
互
い
を
尊
重
し
あ
い
、
持
続
可
能
な
観
光
に
向
け
た
思

い
を
共
有
し
、
と
も
に
責
任
を
持
っ
て
行
動
し
て
い
く
こ
と
が

大
切
で
す
。

折
し
も
、
一
昨
年
一
二
月
に
京
都
で
開
催
さ
れ
た
「
国
連
観

光
・
文
化
京
都
会
議
２
０
１
９
」
に
お
い
て
も
、
観
光
と
文
化

の
よ
り
持
続
的
な
発
展
に
向
け
、
行
政
の
み
な
ら
ず
観
光
事
業

者
や
観
光
客
等
が
主
体
的
に
責
任
あ
る
観
光
を
推
進
す
る
こ
と

が
必
要
で
あ
る
と
議
論
さ
れ
、
観
光
に
関
わ
る
あ
ら
ゆ
る
皆
様

の
倫
理
意
識
を
更
に
高
め
る
よ
う
、
Ｕ
Ｎ
Ｗ
Ｔ
Ｏ
（
国
連
世
界

観
光
機
関
）
世
界
観
光
倫
理
憲
章
を
補
強
す
る
た
め
の
行
動
規

範
の
構
築
に
つ
い
て
、
京
都
市
長
か
ら
提
案
し
、
会
議
の
成
果

文
書
で
あ
る
「
観
光
・
文
化
京
都
宣
言
」
に
盛
り
込
ま
れ
た
と

こ
ろ
で
す
。

そ
こ
で
、
本
市
で
は
昨
年
一
一
月
に
、
京
都
市
観
光
協
会
と

と
も
に
「
京
都
観
光
行
動
基
準
」
を
策
定
い
た
し
ま
し
た
。
今

後
、
京
都
観
光
に
関
わ
る
全
て
の
皆
様
と
と
も
に
本
基
準
の
実

践
に
取
り
組
み
、
か
け
が
え
の
な
い
京
都
を
未
来
に
引
き
継
い

で
ま
い
り
ま
す
。

◆
京
都
観
光
行
動
基
準
（
京
都
観
光
モ
ラ
ル
）
概
要

本
基
準
で
は
、
持
続
可
能
な
京
都
観
光
を
共
に
創
り
あ
げ
る

た
め
、
観
光
事
業
者
・
従
事
者
等
、
観
光
客
、
市
民
の
皆
様
そ

れ
ぞ
れ
に
、
大
切
に
し
て
い
た
だ
き
た
い
行
動
と
し
て
、
以
下

を
掲
げ
て
い
ま
す
。

ま
た
、
市
民
の
皆
様
に
つ
い
て
は
、
京
都
市
市
民
憲
章
を
実

践
し
て
い
く
内
容
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

１　

観
光
事
業
者
・
従
事
者
等

地
域
と
と
も
に
事
業
が
持
続
的
に
発
展
し
て
い
く
た
め
の
、

地
域
活
動
へ
の
協
力
、
観
光
客
へ
の
質
の
高
い
サ
ー
ビ
ス
・
商

品
の
提
供
、
災
害
等
に
備
え
た
事
業
活
動　

等

　

２　

観
光
客

京
都
を
よ
り
深
く
味
わ
い
、
楽
し
む
た
め
の
、
地
域
の
ル
ー

ル
や
習
慣
を
敬
っ
た
行
動
、
環
境
に
や
さ
し
い
観
光
、
京
都
の

人
々
と
の
ふ
れ
あ
い
・
交
流　

等

　

３　

市
民

京
都
に
暮
ら
す
誇
り
を
持
ち
、
か
け
が
え

の
な
い
京
都
の
魅
力
を
将
来
に
引
き
継
い
で

い
く
た
め
の
、
京
都
の
歴
史
・
文
化
の
理
解

や
自
然
・
ま
ち
な
み
の
保
存
へ
の
協
力
、
観

光
客
へ
の
あ
た
た
か
い
お
も
て
な
し　

等

（
参
考
）
京
都
観
光
行
動
基
準
の
詳
細
（
京
都
市
情
報
館
「
広
報
資
料
」
ペ
ー
ジ
）

U
RL

：https://w
w
w
.city.kyoto.lg.jp/sankan/page/0000277340.htm

l
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日
本
の
第
一
回
普
遍
的
定
期
審
査
（
Ｕ
Ｐ
Ｒ
）
は
二
〇
〇
八

年
五
月
九
日
に
行
わ
れ
ま
し
た
。報
告
者
グ
ル
ー
プ（
ト
ロ
イ
カ
）

は
、
ジ
ブ
チ
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
で
構
成
さ
れ
ま

し
た
。
事
前
質
問
を
提
出
し
た
の
は
、デ
ン
マ
ー
ク
、フ
ラ
ン
ス
、

ラ
ト
ビ
ア
、
オ
ラ
ン
ダ
、
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
及
び
英
国
の
Ｅ
Ｕ
加

盟
国
で
し
た
。

日
本
政
府
代
表
団
の
団
長
は
、
秋
元
義
孝
外
務
省
国
連
担
当

大
使
（
当
時
）
が
務
め
ま
し
た
。
秋
元
大
使
は
、
日
本
の
政
府

報
告
書
の
内
容
を
紹
介
す
る
と
と
も
に
、「
対
話
と
協
力
」
と
い

う
日
本
の
基
本
的
ア
プ
ロ
ー
チ
を
念
頭
に
、日
本
が「
法
の
支
配
」

と
い
う
価
値
を
強
く
支
持
し
、前
年
に
は「
国
際
刑
事
裁
判
所（
Ｉ

Ｃ
Ｃ
）に
関
す
る
ロ
ー
マ
規
程
」を
批
准
し
た
旨
を
述
べ
ま
し
た
。

提
出
さ
れ
た
日
本
の
政
府
報
告
書
は
、
第
一
部
「
我
が
国
の
法

制
度
、
締
結
済
み
の
人
権
状
況
」、
第
二
部
「
人
権
保
護
に
関
す

る
近
年
の
具
体
的
実
施
状
況
、
達
成
事
項
」、
第
三
部
「
今
後
の

課
題
・
問
題
点
及
び
そ
れ
に
対
す
る
対
応
」、
第
四
部
「
Ｕ
Ｐ
Ｒ

審
査
に
向
け
た
準
備
プ
ロ
セ
ス
」
の
四
部
構
成
と
な
っ
て
い
ま

し
た
。
な
お
、
最
後
の
準
備
プ
ロ
セ
ス
に
お
い
て
、
一
般
国
民

を
対
象
に
外
務
省
が
政
府
報
告
書
に
対
す
る
意
見
募
集
を
行
っ

た
と
こ
ろ
、
一
一
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
及
び
二
一
四
人
の
一
般
市
民
か
ら

意
見
が
寄
せ
ら
れ
国
民
の
関
心
の
高
さ
が
う
か
が
わ
れ
ま
し
た
。

審
査
に
お
い
て
、
日
本
に
対
し
て
は
、
合
計
二
六
の
勧
告
が

な
さ
れ
ま
し
た
。
そ
の
う
ち
日
本
が
受
け
入
れ
た
勧
告
は
一
三
、

検
討
な
ど
を
約
束
し
た
勧
告
が
四
、
受
け
入
れ
な
か
っ
た
、
も

し
く
は
検
討
を
約
束
し
な
か
っ
た
勧
告
が
九
あ
り
ま
し
た
。

受
け
入
れ
た
勧
告
の
中
に
は
、
パ
リ
原
則
に
基
づ
く
国
内
人

権
機
関
の
設
置
、
女
性
に
対
す
る
差
別
の
撤
廃
、
女
性
・
子
ど

世
界
の
人
権
は
い
ま

　

― 

普
遍
的
定
期
審
査
の
現
場
か
ら 

―
（
そ
の
十
六
）

研
究
セ
ン
タ
ー
所
長

神
戸
大
学
名
誉
教
授

　
　

坂
元　

茂
樹
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も
に
対
す
る
暴
力
の
撤
廃
な
ど
重
要
な
事
項
が
含
ま
れ
て
い
ま

す
。
ま
た
、
検
討
を
約
束
し
た
勧
告
の
中
に
は
、
長
い
間
の
懸

案
事
項
と
な
っ
て
い
る
個
人
通
報
制
度
に
関
す
る
自
由
権
規
約

第
一
選
択
議
定
書
や
女
性
差
別
撤
廃
条
約
議
定
書
な
ど
の
批
准

が
含
ま
れ
て
い
ま
す
。た
だ
し
、死
刑
制
度
や
代
用
監
獄
の
廃
止
、

「
慰
安
婦
」
問
題
に
つ
い
て
の
国
連
の
勧
告
に
真

に
対
応
す
る

こ
と
と
い
っ
た
勧
告
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
受
け
入
れ
ま
せ
ん

で
し
た
。
た
だ
、
受
け
入
れ
を
約
束
し
た
、
ま
た
検
討
を
約
束

し
た
勧
告
な
ど
は
、
日
本
政
府
に
よ
っ
て
も
改
善
の
余
地
が
あ

る
人
権
課
題
と
し
て
認
識
さ
れ
て
い
る
と
の
解
釈
も
可
能
で
あ

り
、
今
後
の
日
本
の
対
応
が
注
目
さ
れ
ま
す
。
実
際
、
受
け
入

れ
た
勧
告
の
中
に
あ
っ
た
、
子
の
奪
取
に
関
す
る
ハ
ー
グ
条
約

（
一
九
八
〇
年
）
の
批
准
に
つ
い
て
は
、
二
〇
一
三
年
五
月
に
国

会
承
認
を
行
い
、
同
年
六
月
一
九
日
に
子
の
奪
取
条
約
実
施
法

を
公
布
し
、
翌
年
一
月
二
四
日
に
署
名
し
、
四
月
一
日
か
ら
施

行
し
ま
し
た
。

ま
た
、
政
府
報
告
書
の
中
で
今
後
の
課
題
と
し
て
、
障
害
者

権
利
条
約
と
強
制
失
踪
条
約
の
批
准
が
挙
げ
ら
れ
て
い
ま
し
た
。

前
者
に
つ
い
て
い
え
ば
、
ま
ず
は
条
約
締
結
に
向
け
て
国
内
法

整
備
を
進
め
る
こ
と
に
し
、
二
〇
一
一
年
八
月
に
障
害
者
基
本

法
を
改
正
し
、
二
〇
一
二
年
六
月
に
は
障
害
者
総
合
支
援
法
を

成
立
さ
せ
、
二
〇
一
三
年
六
月
に
は
障
害
者
差
別
解
消
法
の
成

立
及
び
障
害
者
雇
用
促
進
法
を
改
正
し
、
二
〇
一
四
年
に
批
准

し
ま
し
た
。
後
者
は
二
〇
〇
九
年
に
批
准
書
を
寄
託
し
、

二
〇
一
〇
年
に
締
約
国
と
な
り
ま
し
た
。

な
お
、
同
じ
く
今
後
の
課
題
と
し
て
挙
げ
ら
れ
て
い
た
国
内

人
権
擁
護
機
関
の
設
置
に
つ
い
て
は
、
法
務
省
は
二
〇
〇
二
年

三
月
に
新
た
に
独
立
の
行
政
委
員
会
と
し
て
人
権
委
員
会
を
設

置
し
、
同
委
員
会
を
担
い
手
と
す
る
新
し
い
人
権
救
済
制
度
を

創
設
す
る
人
権
擁
護
法
案
を
国
会
に
提
出
し
ま
し
た
が
、

二
〇
〇
三
年
一
〇
月
に
衆
議
院
の
解
散
に
伴
っ
て
廃
案
と
な
っ

て
し
ま
い
ま
し
た
。
こ
う
し
た
中
で
、
第
一
回
の
Ｕ
Ｐ
Ｒ
審
査

で
国
内
人
権
機
関
の
設
置
の
勧
告
を
受
け
入
れ
た
こ
と
は
注
目

に
値
し
ま
す
。

次
回
か
ら
、
日
本
の
こ
の
第
一
回
の
審
査
に
つ
い
て
詳
し
く

検
討
し
て
い
き
た
い
と
思
い
ま
す
。
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プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
一
「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
」
は
、

こ
の
三
年
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
に
関
連
し
て
発
生
し
て
い
る
人

権
問
題
に
焦
点
を
当
て
、
共
同
研
究
に
取
り
組
ん
で
き
た
。
チ
ー

ム
の
メ
ン
バ
ー
だ
け
で
は
な
く
、
多
く
の
ゲ
ス
ト
に
報
告
し
て
も

ら
い
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
を
幅
広
い
視
点
か

ら
考
察
す
る
よ
う
努
め
て
き
た
つ
も
り
で
あ
る
。
チ
ー
ム
一
で
報

告
を
お
願
い
し
た
ほ
と
ん
ど
の
先
生
に
は
、
そ
の
後
報
告
の
趣
旨

を
こ
の
「
グ
ロ
ー
ブ
」
に
掲
載
し
て
い
た
だ
く
よ
う
お
願
い
し
て

い
る
。
本
誌
の
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
見
れ
ば
、
こ
の
間
の
我
々
の

チ
ー
ム
の
活
動
が
大
体
把
握
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
そ
こ
で
私

も
、
バ
ッ
ク
ナ
ン
バ
ー
を
紐
解
い
て
記
憶
を
新
た
に
し
つ
つ
、
こ

の
三
年
間
を
振
り
返
っ
て
み
た
い
。

一
年
目
の
二
〇
一
八
年
度
の
研
究
会
で
印
象
に
残
っ
て
い
る

の
は
、
ヤ
フ
ー
株
式
会
社
政
策
企
画
部
長
（
当
時
）
の
吉
田
奨
氏

の
、
ヤ
フ
ー
の
コ
メ
ン
ト
欄
に
書
き
込
ま
れ
る
違
法
あ
る
い
は
不

適
切
な
内
容
へ
の
対
処
に
つ
い
て
の
ご
報
告
で
あ
っ
た
（
グ
ロ
ー

ブ
九
七
号
六
頁
）。
い
わ
ゆ
る
ヤ
フ
・
コ
メ
は
、
多
く
の
人
の
目

に
触
れ
る
可
能
性
の
あ
る
表
現
の
場
を
提
供
す
る
重
要
な
サ
ー

ビ
ス
で
あ
る
が
、
同
時
に
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
の
温
床
と
の
批
判
も

強
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
」
に
つ
い
て

考
え
る
際
に
は
、
こ
の
ヤ
フ
ー
の
サ
ー
ビ
ス
の
実
態
を
知
る
こ
と

が
欠
か
せ
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
判
断
か
ら
、
ご
報
告
を
お
願
い
し

た
。
コ
メ
ン
ト
の
並
べ
方
に
ア
ー
キ
テ
ク
チ
ャ
の
発
想
を
利
用
す

る
な
ど
、
さ
ま
ざ
ま
の
工
夫
を
導
入
し
な
が
ら
、
コ
メ
ン
ト
欄
を

有
意
義
な
議
論
の
場
と
し
て
維
持
し
よ
う
と
す
る
会
社
側
の
努

力
を
知
る
こ
と
が
で
き
た
の
は
、
大
き
な
収
穫
で
あ
っ
た
。

二
〇
一
九
年
度
に
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
関
連
の
事
件
を
扱
わ

れ
て
い
る
複
数
の
弁
護
士
の
方
に
報
告
を
お
願
い
し
た
が
、
特
に

ご
自
身
が
大
量
懲
戒
請
求
の
被
害
に
あ
わ
れ
た
佐
々
木
亮
弁
護

士
の
ご
報
告
は
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
時
代
の
権
利
侵
害
の
新
た
な

側
面
を
示
す
も
の
で
あ
っ
た（
グ
ロ
ー
ブ
一
〇
二
号
八
頁
）。
佐
々

木
先
生
に
対
し
て
は
、
ネ
ッ
ト
上
で
全
く
根
拠
の
な
い
懲
戒
請
求

が
呼
び
か
け
ら
れ
、
弁
護
士
会
に
は
そ
れ
に
呼
応
し
た
大
量
の
請

三
年
間
の
振
り
返
り
（
と
少
々
の
展
望
）

三
年
間
の
振
り
返
り
（
と
少
々
の
展
望
）

研
究
セ
ン
タ
ー

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
１
リ
ー
ダ
ー

京
都
大
学
大
学
院
公
共
政
策
連
携
研
究
部
教
授

　
　

毛
利　

透
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求
が
寄
せ
ら
れ
た
。
佐
々
木
先
生
は
こ
れ
に
対
し
、
和
解
に
応
じ

な
い
請
求
者
に
対
し
て
は
断
固
と
し
て
損
害
賠
償
を
求
め
る
方

針
で
対
処
さ
れ
た
の
だ
が
、
こ
こ
で
、
実
質
的
に
同
一
の
事
件
で

相
互
に
関
連
の
な
い
加
害
者
＝
被
告
が
非
常
に
多
数
に
の
ぼ
る

と
い
う
、
従
来
の
民
法
・
民
事
訴
訟
法
で
は
対
処
困
難
な
事
態
が

発
生
し
た
の
で
あ
る
。
こ
の
場
合
、
原
告
の
訴
訟
コ
ス
ト
を
ど
う

す
る
の
か
、
原
告
に
生
じ
た
損
害
を
ど
う
計
算
す
る
の
か
な
ど
、

こ
れ
ま
で
の
損
害
賠
償
訴
訟
に
は
な
か
っ
た
新
た
な
問
題
が

次
々
に
生
じ
て
く
る
。「
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
」
を
め
ぐ
っ

て
現
在
解
決
が
模
索
さ
れ
て
い
る
難
問
を
、
実
感
を
も
っ
て
知
る

こ
と
が
で
き
た
。

二
〇
二
〇
年
度
は
、
我
々
も
コ
ロ
ナ
に
翻
弄
さ
れ
た
の
だ
が
、

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
利
用
が
社
会
に
与
え
る
影
響
に
つ
い
て
社
会

学
の
観
点
か
ら
研
究
し
て
お
ら
れ
る
辻
大
介
准
教
授
（
大
阪
大

学
）
に
、
オ
ン
ラ
イ
ン
会
議
と
い
う
か
た
ち
で
は
あ
れ
ご
報
告
い

た
だ
け
た
の
は
大
変
有
意
義
で
あ
っ
た
（
グ
ロ
ー
ブ
一
〇
三
号
八

頁
）。
巷
間
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
が
社
会
を
分
断
さ
せ
て
い
る
と

よ
く
言
わ
れ
る
が
、
そ
れ
は
ど
こ
ま
で
正
確
な
認
識
と
い
え
る
の

だ
ろ
う
か
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
ヘ
イ
ト
ス
ピ
ー
チ
に
ど
の
よ

う
に
対
処
す
べ
き
か
を
考
え
る
に
あ
た
っ
て
も
、
こ
の
点
に
つ
い

て
厳
密
に
理
解
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
そ
の
よ
う
な
問
題
関
心

で
、
ま
さ
に
こ
の
問
題
に
取
り
組
ん
で
お
ら
れ
る
辻
先
生
に
ご
報

告
を
お
願
い
し
た
の
で
あ
る
。
辻
先
生
の
調
査
に
よ
れ
ば
、「
マ

イ
ノ
リ
テ
ィ
は
過
剰
に
優
遇
さ
れ
て
い
る
」
と
い
っ
た
誤
っ
た
考

え
を
抱
く
現
代
的
レ
イ
シ
ズ
ム
は
、
た
し
か
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

利
用
で
強
化
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
ネ
ッ
ト
に
利
用

者
の
感
情
的
な
面
に
強
く
訴
え
る
特
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
も

示
唆
さ
れ
て
い
た
。
辻
先
生
も
お
っ
し
ゃ
る
よ
う
に
、
我
々
は
な

ん
と
も
や
っ
か
い
な
問
題
と
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の

で
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
こ
の
ほ
か
に
も
チ
ー
ム
の
メ
ン
バ
ー
や
ゲ
ス
ト
の

先
生
方
に
多
く
の
貴
重
な
報
告
を
し
て
い
た
だ
い
て
き
た
。
た
だ

し
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
る
問
題
状
況
は
ま
こ
と
に
日
々
変

化
し
て
お
り
、
最
近
で
も
ネ
ッ
ト
上
の
匿
名
表
現
の
発
信
者
情
報

開
示
制
度
の
改
革
が
求
め
ら
れ
、
ア
メ
リ
カ
で
は
Ｓ
Ｎ
Ｓ
を
運
営

す
る
巨
大
企
業
と
政
治
の
関
係
が
改
め
て
大
き
な
議
論
の
対
象

と
な
り
、
そ
の
中
で
現
職
大
統
領
の
発
信
を
私
企
業
の
判
断
で
停

止
で
き
る
の
か
と
い
っ
た
問
題
ま
で
発
生
し
た
。
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ

ト
へ
の
法
的
対
処
は
、
ど
の
国
で
も
手
探
り
が
続
い
て
い
る
状
況

で
あ
る
。
ま
た
、
そ
の
特
性
か
ら
し
て
、
ネ
ッ
ト
を
め
ぐ
っ
て
は

さ
ま
ざ
ま
の
国
際
的
な
摩
擦
も
発
生
し
て
い
る
。
我
々
の
チ
ー
ム

で
は
、
今
後
と
も
、
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
を
め
ぐ
る
社
会
の

動
き
を
に
ら
み
つ
つ
、
そ
れ
と
理
論
的
な
研
究
と
を
う
ま
く
連
動

さ
せ
て
い
き
た
い
と
考
え
て
い
る
。
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留
岡
幸
助
（
一
八
六
四
―
一
九
三
四
）
は
、
明
治
か
ら
昭
和
戦

前
期
に
か
け
て
様
々
な
社
会
改
良
運
動
を
推
進
し
た
社
会
事
業

家
で
あ
る
。
彼
が
残
し
た
膨
大
な
資
料
の
多
く
は
現
在
、
北
海
道

家
庭
学
校
（
紋
別
郡
遠
軽
町
）
で
保
管
さ
れ
て
い
る
。
彼
が
肌
身

離
さ
ず
持
ち
歩
き
、
七
〇
年
の
生
涯
に
渡
っ
て
記
し
続
け
た
日

記
・
手
帳
類
（
以
下
で
は
「
留
岡
日
記
」
と
略
す
）
だ
け
で
も
、

そ
の
数
じ
つ
に
三
二
一
冊
に
及
ぶ
。
こ
れ
ら
は
彼
の
行
動
と
思
索

の
足
跡
を
知
る
上
で
、
ま
た
日
本
に
お
け
る
草
創
期
の
社
会
事
業

の
形
成
過
程
を
知
る
上
で
、
他
に
類
を
見
な
い
価
値
を
有
す
る
第

一
級
の
資
料
と
い
え
よ
う
。

世
界
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
の
登
録
チ
ー
ム
三
（
通
称
：
留

岡
幸
助
日
記
研
究
会
）
で
は
、
彼
が
深
く
関
わ
っ
た
被
差
別
部
落

の
改
善
事
業
の
研
究
を
目
的
と
し
、
二
〇
一
八
年
か
ら
留
岡
日
記

の
調
査
・
解
読
作
業
を
進
め
て
き
た
。
私
た
ち
は
そ
の
手
始
め
と

し
て
、
北
海
道
家
庭
学
校
の
関
係
者
に
よ
っ
て
編
纂
さ
れ
た
『
留

岡
幸
助
日
記
』（
全
六
巻
、
矯
正
協
会
、
一
九
七
八
年
）
の
検
討

を
開
始
し
た
。
だ
が
原
資
料
に
当
た
っ
て
確
認
し
な
け
れ
ば
判
然

と
し
な
い
点
も
多
く
、
許
可
を
得
て
足
か
け
三
年
に
わ
た
っ
て
原

本
の
調
査
を
さ
せ
て
い
た
だ
い
た
。

同
校
で
留
岡
日
記
が
ど
の
よ
う
に
整
理
さ
れ
今
日
ま
で
受
け

継
が
れ
て
き
た
の
か
。
そ
の
契
機
と
な
っ
た
の
は
、
右
に
述
べ
た

『
留
岡
幸
助
日
記
』
の
刊
行
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
で
あ
る
。
一
九
五
八

（
昭
和
三
三
）
年
、
当
時
、
校
長
に
し
て
北
海
道
大
学
教
授
で
も

あ
っ
た
留
岡
清
男
（
幸
助
の
四
男
）
が
同
校
機
関
紙
『
ひ
と
む
れ
』

留
岡
幸
助
日
記
を
め
ぐ
っ
て

留
岡
幸
助
日
記
を
め
ぐ
っ
て

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

四
国
大
学
経
営
情
報
学
部
准
教
授

　
　

関
口　

寛
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に
紹
介
す
る
目
的
で
同
資
料
の
文
字
起
こ
し
作
業
を
開
始
し
た
。

こ
れ
が
出
版
計
画
へ
と
つ
な
が
り
、
清
男
は
一
人
で
整
理
と
翻
刻

を
手
が
け
る
よ
う
に
な
る
。
し
か
し
同
資
料
に
は
幸
助
が
視
察
や

講
演
で
訪
れ
た
先
で
走
り
書
き
し
た
断
片
的
な
内
容
が
多
く
含

ま
れ
、
内
容
の
判
読
は
勿
論
、
整
理
番
号
を
付
す
だ
け
で
も
相
当

の
骨
の
折
れ
る
作
業
だ
っ
た
こ
と
が
推
察
さ
れ
る
。

一
九
七
〇
年
頃
、
こ
れ
に
同
校
の
年
配
教
員
ら
五
名
が
加
わ

り
、
専
従
者
が
配
置
さ
れ
て
作
業
が
急
ピ
ッ
チ
で
進
む
よ
う
に

な
っ
た
。
だ
が
そ
れ
も
束
の
間
、
ス
タ
ッ
フ
の
二
名
が
相
次
い
で

他
界
し
、
ま
た
リ
ー
ダ
ー
の
清
男
も
病
に
倒
れ
て
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

は
存
続
が
危
ぶ
ま
れ
る
状
況
に
陥
る
。
こ
の
危
機
に
際
し
、
清
男

の
北
大
勤
務
時
代
の
関
係
者
ら
が
支
援
を
申
し
出
た
。
札
幌
で
六

名
か
ら
な
る
編
集
委
員
会
を
組
織
し
て
作
業
を
継
続
す
る
こ
と

が
決
ま
り
、
頓
挫
し
か
け
た
事
業
は
再
び
完
成
に
向
け
て
動
き
出

し
た
。
清
男
は
人
生
最
後
の
大
事
業
の
完
成
を
待
た
ず
一
九
七
七

年
に
こ
の
世
を
去
っ
た
。
そ
の
翌
年
、
数
々
の
困
難
を
乗
り
越
え

て
『
留
岡
幸
助
日
記
』
が
刊
行
さ
れ
た
。
約
二
〇
年
の
歳
月
を
費

や
し
て
ス
タ
ッ
フ
が
解
読
・
作
成
し
た
浄
書
原
稿
は
最
終
的
に

二
〇
〇
字
詰
め
原
稿
用
紙
四
万
二
千
枚
を
超
え
た
。

『
留
岡
幸
助
日
記
』
出
版
後
も
、
元
教
員
と
し
て
資
料
の
解
読

と
翻
刻
に
当
た
っ
た
大
泉
栄
一
郎
は
同
資
料
を
用
い
る
研
究
者

の
便
宜
の
た
め
に
と
、
さ
ら
に
三
年
あ
ま
り
の
時
間
を
費
や
し
て

刊
行
本
を
原
本
と
照
合
し
、
漏
れ
の
加
筆
や
誤
記
の
訂
正
に
当

た
っ
た
。
氏
が
手
が
け
た
校
閲
本
は
現
在
、『
留
岡
幸
助
日
記
』

大
泉
版
と
し
て
同
校
で
利
用
に
供
さ
れ
て
い
る
。

こ
の
事
実
に
触
れ
、
私
た
ち
は
あ
ら
た
め
て
留
岡
幸
助
の
存
在

の
大
き
さ
を
認
識
し
、
ま
た
彼
の
日
記
の
整
理
の
た
め
に
貴
重
な

人
生
の
時
間
を
捧
げ
た
人
た
ち
に
思
い
を
巡
ら
せ
て
い
る
。
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
に
関
わ
っ
た
人
の
ほ
と
ん
ど
は
す
で
に
鬼
籍
に
入
っ

た
。
歴
史
研
究
と
は
、
資
料
と
い
う
過
去
か
ら
の
贈
り
物
を
受
け

取
り
、
そ
の
贈
り
物
に
新
た
な
光
を
当
て
、
未
来
に
送
り
届
け
る

作
業
で
も
あ
る
。
彼
ら
が
残
し
て
く
れ
た
資
料
に
向
き
合
い
な
が

ら
研
究
に
取
り
組
む
私
た
ち
は
、
そ
こ
か
ら
ど
ん
な
バ
ト
ン
を
未

来
に
つ
な
げ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
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子
ど
も
に
対
す
る
体
罰
は
、
効
果
が
な
い
ば
か
り
か
悪
影
響
を

及
ぼ
す
も
の
で
あ
り
、
子
ど
も
の
人
権
に
と
っ
て
重
大
な
問
題
の

一
つ
で
あ
る
。

体
罰
が
問
題
に
な
る
主
な
場
に
は
、
家
庭
、
学
校
、
ス
ポ
ー
ツ

の
三
つ
が
あ
る
。
二
〇
二
〇
年
に
親
に
よ
る
体
罰
禁
止
を
定
め
た

改
正
児
童
虐
待
防
止
法
が
施
行
さ
れ
、
家
庭
に
お
け
る
体
罰
の
禁

止
が
焦
点
に
な
っ
た
が
、
学
校
と
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
体
罰
の
問

題
は
、
依
然
と
し
て
深
刻
で
あ
る
。

学
校
の
場
合
、
一
八
七
九
年
の
教
育
令
（
太
政
官
布
告
）
に
設

け
ら
れ
た
体
罰
禁
止
規
定
は
、
世
界
で
も
か
な
り
早
い
も
の
の
一

つ
で
あ
っ
た
。
現
在
の
学
校
教
育
法
の
体
罰
禁
止
を
含
む
懲
戒
規

定
は
、
一
九
〇
〇
年
の
第
三
次
小
学
校
令
（
勅
令
）
の
規
定
を
引

き
継
い
で
い
る
。

ス
ポ
ー
ツ
の
場
合
、
法
令
上
の
直
接
の
規
定
は
な
い
が
、
学
校

教
育
の
一
環
で
あ
る
運
動
部
活
動
で
は
学
校
教
育
法
に
よ
り
校

長
お
よ
び
教
員
に
よ
る
体
罰
は
禁
止
さ
れ
る
。
懲
戒
権
を
有
し
な

い
教
員
以
外
の
指
導
者
や
学
校
外
の
ス
ポ
ー
ツ
指
導
者
は
、
当
然

体
罰
は
で
き
ず
、
監
護
教
育
権
を
有
す
る
親
も
体
罰
の
行
使
に
同

意
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
日
本
ス
ポ
ー
ツ
協
会
の
公
認
ス
ポ
ー

ツ
指
導
者
養
成
テ
キ
ス
ト
も
、
本
人
や
親
の
同
意
が
あ
る
場
合
で

も
体
罰
は
違
法
で
あ
る
と
の
解
釈
を
と
っ
て
い
る
。

し
か
し
、
二
〇
一
二
年
に
大
阪
市
立
桜
宮
高
等
学
校
の
バ
ス

ケ
ッ
ト
ボ
ー
ル
部
主
将
が
顧
問
教
員
に
よ
る
体
罰
に
よ
っ
て
自

殺
し
た
事
件
が
起
き
、
翌
二
〇
一
三
年
に
は
柔
道
女
子
代
表
選
手

に
対
す
る
監
督
や
コ
ー
チ
の
暴
力
行
為
が
表
面
化
し
た
。
文
部
科

学
省
か
ら
学
校
に
対
す
る
指
導
通
知
が
発
出
さ
れ
、
全
国
高
等
学

校
体
育
連
盟
や
日
本
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
委
員
会
な
ど
は
体
罰
根
絶

宣
言
や
暴
力
行
為
根
絶
宣
言
を
行
っ
た
。
ま
た
日
本
ス
ポ
ー
ツ
振

興
セ
ン
タ
ー
は
、
二
〇
一
四
年
に
暴
力
・
ハ
ラ
ス
メ
ン
ト
を
含
む

様
々
な
脅
威
か
ら
ス
ポ
ー
ツ
・
イ
ン
テ
グ
リ
テ
ィ
を
守
る
取
り
組

み
を
始
め
た
。
し
か
し
そ
の
後
も
体
罰
事
件
は
後
を
絶
た
な
い
。

こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
、
指
導
者
の
資
質
や
根
性
主
義
、
勝
利
至

上
主
義
な
ど
の
ほ
か
、
保
護
者
の
容
認
な
ど
も
克
服
す
べ
き
要
因

で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
な
お
ス
ポ
ー
ツ
の
場
合
、
成
人
も
対
象

学
校
と
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る

学
校
と
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　

体
罰
の
禁
止

　
　
　
　
　
　
　
　
　

体
罰
の
禁
止

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員　

京
都
産
業
大
学
現
代
社
会
学
部
教
授

　
　

惣
脇　

宏



15

GLOBE No. 105  2021.4

に
含
ま
れ
う
る
が
、
問
題
の
構
造
は
学
校
の
運
動
部
と
同
じ
と
考

え
て
よ
い
で
あ
ろ
う
。

体
罰
は
教
育
の
伝
統
的
な
手
段
で
あ
っ
た
が
、
十
九
世
紀
の

ヒ
ュ
ー
マ
ニ
ズ
ム
の
教
育
思
想
や
二
十
世
紀
の
人
権
思
想
に
よ

り
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
大
陸
諸
国
や
そ
の
影
響
を
受
け
た
国
を
中
心

に
、
次
第
に
学
校
に
お
け
る
体
罰
が
法
律
に
よ
っ
て
禁
止
さ
れ
る

よ
う
に
な
っ
た
。

二
〇
〇
一
年
創
設
の
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
「
子
ど
も
に
対
す
る
あ
ら
ゆ

る
体
罰
を
終
わ
ら
せ
る
グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
」
に
よ

る
と
、
二
〇
二
一
年
一
月
現
在
、
学
校
に
お
け
る
体
罰
を
法
律
上

禁
止
し
て
い
る
国
は
一
三
三
か
国
に
の
ぼ
る
が
、
な
お
三
割
以
上

の
国
が
法
律
に
よ
る
禁
止
を
行
っ
て
い
な
い
（
米
国
は
二
〇
一
八

年
時
点
で
南
部
を
中
心
に
十
九
州
が
体
罰
を
合
法
と
し
て
い
る

が
、
保
護
者
の
同
意
、
方
法
の
限
定
、
教
育
委
員
会
へ
の
報
告
な

ど
の
適
正
手
続
の
も
と
に
あ
り
、
日
本
の
違
法
な
体
罰
と
は
異
な

る
）。一

九
八
九
年
採
択
の
子
ど
も
の
権
利
条
約
は
、
第
十
九
条
で
虐

待
か
ら
の
保
護
、
第
二
十
八
条
２
で
学
校
の
規
律
が
人
間
の
尊
厳

に
適
合
す
べ
き
こ
と
、
第
三
十
七
条
で
拷
問
や
品
位
を
傷
つ
け
る

取
扱
い
の
禁
止
を
定
め
て
お
り
、
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
は
、

二
〇
〇
六
年
の
一
般
意
見
８
で
、
子
ど
も
に
対
す
る
合
法
の
暴
力

の
余
地
は
な
く
、
体
罰
は
暴
力
の
諸
形
態
に
含
ま
れ
、
子
ど
も
の

尊
厳
と
身
体
の
自
由
を
侵
害
す
る
も
の
で
あ
る
と
述
べ
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
政
府
に
対
し
て
は
二
〇
一
九
年
の
総
括
所
見
に
お
い

て
、
学
校
に
お
け
る
体
罰
の
禁
止
が
効
果
的
に
実
施
さ
れ
て
い
な

い
こ
と
に
深
刻
な
懸
念
を
表
明
し
て
い
る
。

グ
ロ
ー
バ
ル
・
イ
ニ
シ
ア
テ
ィ
ブ
に
よ
る
と
、
日
本
は
家
庭
や

学
校
を
含
む
あ
ら
ゆ
る
場
に
お
け
る
体
罰
を
禁
止
し
て
い
る

六
一
か
国
の
一
つ
で
あ
る
。
し
か
し
こ
の
調
査
で
は
、
ス
ポ
ー
ツ

の
場
を
区
分
し
て
い
な
い
。

こ
の
点
、
国
際
人
権
団
体
の
ヒ
ュ
ー
マ
ン
・
ラ
イ
ツ
・
ウ
ォ
ッ

チ
が
二
〇
二
〇
年
に
発
表
し
た
レ
ポ
ー
ト
「『
数
え
き
れ
な
い
ほ

ど
叩
か
れ
て
』：
日
本
の
ス
ポ
ー
ツ
に
お
け
る
子
ど
も
の
虐
待
」

は
、現
状
の
調
査
を
行
い
、問
題
点
を
指
摘
し
た
う
え
で
、ス
ポ
ー

ツ
に
お
け
る
暴
力
・
暴
言
等
の
禁
止
を
法
律
で
定
め
る
こ
と
な
ど

を
提
言
し
て
い
る
。

こ
れ
は
、
学
校
の
運
動
部
と
ス
ポ
ー
ツ
が
体
罰
を
温
存
し
て
い

る
日
本
に
お
け
る
具
体
的
解
決
方
法
と
し
て
鋭
い
指
摘
で
あ
る
。

体
罰
に
よ
ら
な
い
指
導
を
早
急
に
確
立
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と

は
言
う
ま
で
も
な
い
が
、
家
庭
に
お
け
る
体
罰
禁
止
と
同
様
、
国

全
体
と
し
て
の
取
り
組
み
と
し
て
、
法
律
の
明
文
で
禁
止
す
る
と

と
も
に
普
及
啓
発
を
図
る
こ
と
が
有
効
と
言
え
る
の
で
は
な
い

だ
ろ
う
か
。
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私
の
近
年
の
研
究
テ
ー
マ
は
性
的
指
向
や
性
自
認
の
あ
り
方

（
Ｓ
Ｏ
Ｇ
Ｉ
）
を
め
ぐ
る
量
的
調
査
で
あ
る
。
本
セ
ン
タ
ー
の
プ

ロ
ジ
ェ
ク
ト
四
の
一
環
で
は
、
デ
ー
タ
収
集
、
集
計
・
分
析
、
結

果
の
公
表
ま
で
の
一
連
の
プ
ロ
セ
ス
の
あ
り
方
、
公
表
後
の
報
道

や
引
用
、
結
果
の
受
け
止
め
ら
れ
方
の
全
般
を
含
め
、
人
権
の
切

り
口
か
ら
検
討
し
て
い
る
。
調
査
研
究
に
お
け
る
人
権
に
関
し
て

は
、
研
究
目
的
、
過
程
、
結
果
が
社
会
正
義
に
反
す
る
こ
と
が
な

い
か
、
調
査
さ
れ
る
側
の
名
誉
毀
損
や
無
用
な
個
人
情
報
の
開
示

等
に
焦
点
が
当
て
ら
れ
る（
例「
日
本
社
会
学
会
倫
理
綱
領
」）が
、

人
権
を
広
く
捉
え
、こ
れ
ま
で
明
示
的
に
語
ら
れ
て
こ
な
か
っ
た
、

調
査
目
的
に
即
し
た
回
答
が
で
き
る
設
計
に
な
っ
て
い
る
か
、
回

答
が
実
態
を
示
す
形
で
集
計
さ
れ
る
の
か
と
い
っ
た
側
面
に
も
着

目
し
て
い
る
。
以
下
、
多
く
の
国
で
最
も
重
要
な
量
的
調
査
で
あ

る
人
口
セ
ン
サ
ス（
＊
）（
以
下
、セ
ン
サ
ス
）に
お
け
る
同
性
カ
ッ

プ
ル
の
扱
い
に
つ
い
て
、
過
去
に
筆
者
が
実
施
し
た
聞
き
取
り
調

査
の
結
果
も
交
え
て
紹
介
す
る
。（
＊
人
口
規
模
や
構
造
を
と
ら

え
る
べ
く
母
集
団
全
体
を
調
べ
る
も
の
で
、
日
本
で
は
国
勢
調
査

が
そ
れ
に
該
当
す
る
。）

同
性
カ
ッ
プ
ル
を
セ
ン
サ
ス
で
捉
え
る
の
は
容
易
で
は
な
い
。

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
に
対
す
る
差
別
や
偏
見
が
あ
り
、
そ
れ
が
知

ら
れ
る
こ
と
で
不
利
益
を
被
る
可
能
性
が
あ
る
以
上
、
調
査
で
は

他
人
で
あ
る
と
答
え
た
り
、
回
答
を
拒
否
し
た
り
す
る
場
合
が
あ

る
た
め
、
実
態
が
捉
え
に
く
い
。
ま
た
同
性
カ
ッ
プ
ル
の
絶
対
数

が
少
な
い
た
め
、
異
性
カ
ッ
プ
ル
が
誤
っ
て
同
性
カ
ッ
プ
ル
と
判

断
さ
れ
る
回
答
を
す
る
と
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
が
過
大
推
定
さ
れ
る

と
い
う
方
法
論
的
課
題
も
あ
る
。
こ
れ
ら
困
難
は
あ
る
も
の
の
、

セ
ン
サ
ス
で
同
性
カ
ッ
プ
ル
を
把
握
し
て
い
る
国
々
が
欧
米
や
中

南
米
を
中
心
に
み
ら
れ
、
一
〇
〇
〇
カ
ッ
プ
ル
世
帯
に
占
め
る
同

性
カ
ッ
プ
ル
世
帯
数
は
、
ウ
ル
グ
ア
イ
二
・
三
（
二
〇
一
一
年
）、

チ
リ
二
・
七
（
二
〇
一
二
年
）、
多
い
と
こ
ろ
で
カ
ナ
ダ
九

（
二
〇
一
六
年
）、
イ
ギ
リ
ス
一
〇
（
二
〇
一
六
年
）、
米
国
一
四

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
人
権
の

性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
を
め
ぐ
る
人
権
の

観
点
か
ら
量
的
調
査
を
読
み
解
く

観
点
か
ら
量
的
調
査
を
読
み
解
く

―
国
勢
調
査
を
例
と
し
て

―
国
勢
調
査
を
例
と
し
て

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所

人
口
動
向
研
究
部
第
二
室
長

　
　

野　

さ
お
り
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（
二
〇
一
五
年
）
と
い
っ
た
結
果
が
発
表
さ
れ
て
い
る
。

セ
ン
サ
ス
の
一
般
的
な
調
査
票
で
は
、
世
帯
員
間
の
関
係
性
を

た
ず
ね
る
。
同
性
カ
ッ
プ
ル
を
捉
え
て
き
た
カ
ナ
ダ
の
例
を
み
る

と
、
二
〇
〇
一
年
調
査
で
は
選
択
肢
に
「
一
人
目
の
世
帯
員
の
事

実
婚
パ
ー
ト
ナ
ー
（
同
性
）」
が
用
い
ら
れ
、
全
土
で
同
性
間
の

婚
姻
が
可
能
と
な
っ
た
翌
年
〇
六
年
の
調
査
で
「
同
性
の
事
実
婚

パ
ー
ト
ナ
ー
」
に
変
更
さ
れ
、
さ
ら
に
「
そ
の
他
」
の
記
入
例
に

「
同
性
の
配
偶
者
」
が
挙
げ
ら
れ
、
一
一
年
調
査
で
「
同
性
で
婚

姻
関
係
に
あ
る
配
偶
者
」が
追
加
さ
れ
た
。
二
一
年
調
査
で
は「
世

帯
員
一
の
夫
・
妻
」、「
世
帯
員
一
の
事
実
婚
パ
ー
ト
ナ
ー
」
に
変

更
さ
れ
、
性
別
情
報
と
合
わ
せ
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
世
帯
が
把
握
さ

れ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

日
本
で
は
ど
の
よ
う
な
扱
い
が
さ
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
。
同
性

カ
ッ
プ
ル
へ
の
聞
き
取
り
調
査
に
よ
る
と
、
配
布
さ
れ
る
調
査
票

は
一
枚
の
場
合
も
あ
れ
ば
二
枚
の
場
合
も
あ
っ
た
。
回
答
も
一
世

帯
と
し
て
一
枚
記
入
す
る
カ
ッ
プ
ル
も
あ
れ
ば
、
住
民
登
録
と
異

な
る
と
自
分
た
ち
に
不
都
合
に
な
る
と
考
え
て
各
自
が
世
帯
主
と

し
て
二
枚
記
入
す
る
カ
ッ
プ
ル
も
あ
っ
た
。
国
勢
調
査
に
お
け
る

世
帯
は
「
一
般
の
家
庭
の
よ
う
に
住
居
と
生
計
を
と
も
に
し
て
い

る
人
び
と
の
集
ま
り
」
で
、
住
民
票
等
の
登
録
に
関
わ
ら
ず
実
態

を
調
べ
る
と
い
う
調
査
目
的
が
、
関
係
者
に
伝
わ
っ
て
い
な
い
可

能
性
が
示
唆
さ
れ
る
。

一
世
帯
と
し
て
回
答
す
る
場
合
、
一
人
を
世
帯
主
と
し
、
他
の

世
帯
員
は
そ
の
人
と
の
関
係
（
続
き
柄
）
と
、
全
世
帯
員
の
性
別

を
記
入
す
る
。
こ
の
調
査
で
定
義
さ
れ
る
配
偶
者
は
届
出
に
依
拠

し
な
い
た
め
、
互
い
を
配
偶
者
と
認
識
し
て
い
れ
ば
、
一
方
が
世

帯
主
、も
う
一
方
が
世
帯
主
と
同
性
で
且
つ
「
世
帯
主
の
配
偶
者
」

と
回
答
で
き
る
。現
に
そ
う
回
答
し
た
同
性
カ
ッ
プ
ル
も
あ
っ
た
。

ま
た
「
配
偶
者
」
と
い
う
言
葉
に
違
和
感
を
持
っ
た
り
、
配
偶
者

＝
扶
養
と
理
解
し
た
り
し
て
い
る
人
も
あ
り
、
自
分
た
ち
に
当
て

は
ま
る
選
択
肢
が
な
い
、「
パ
ー
ト
ナ
ー
」
が
あ
れ
ば
良
い
の
に

と
の
声
も
あ
っ
た
。

国
勢
調
査
に
は
回
答
義
務
が
あ
り
、
拒
ん
だ
り
、
虚
偽
の
回
答

を
し
た
り
し
た
場
合
の
罰
則
も
定
め
ら
れ
て
い
る
（
統
計
法
第

十
三
条
）
が
、
同
性
カ
ッ
プ
ル
に
と
っ
て
は
そ
の
義
務
を
果
た
す

こ
と
が
難
し
い
設
計
で
あ
る
こ
と
、
そ
し
て
、
虚
偽
回
答
を
避
け

る
べ
く
「
配
偶
者
」
で
あ
る
と
答
え
て
も
、
二
〇
一
五
年
調
査
で

は
「
他
の
親
族
」
に
、
そ
れ
以
前
は
「
そ
の
他
」
に
修
正
さ
れ
、

回
答
ど
お
り
に
は
集
計
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
も
わ
か
っ
て
い
る
。

今
後
の
研
究
で
も
、
引
き
続
き
、
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
量
的
調

査
に
つ
い
て
、
広
い
意
味
で
の
人
権
と
い
う
観
点
か
ら
考
察
し
て

い
き
た
い
。
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映
画
「
タ
ー
ミ
ナ
ル
」
の
世
界

コ
ロ
ナ
渦
の
下
で
の
巣
ご
も
り
で
、
昔
の
映
画
を
観
る
機
会
が

増
え
て
い
る
よ
う
で
す
。
ト
ム
・
ハ
ン
ク
ス
主
演
の
「
タ
ー
ミ
ナ

ル
」（
二
〇
〇
八
年
）を
ご
覧
に
な
っ
た
方
も
お
ら
れ
る
で
し
ょ
う
。

「
ク
ラ
コ
ウ
ジ
ア
」
国
国
民
の
ビ
ク
タ
ー
と
い
う
男
が
、
搭
乗
中

に
無
効
に
な
っ
た
パ
ス
ポ
ー
ト
し
か
所
持
し
て
い
な
か
っ
た
た

め
、
パ
ス
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
を
通
過
で
き
ず
、
ニ
ュ
ー
ヨ
ー
ク
の

空
港
の
国
際
線
タ
ー
ミ
ナ
ル
の
中
で
暮
ら
す
、
と
い
う
筋
の
映
画

で
す
。
深
刻
さ
も
笑
い
に
変
え
る
楽
し
い
映
画
で
す
。

国
境
線
上
で
の
立
ち
往
生
は
な
ぜ
生
ず
る
の
か

ど
う
し
て
そ
う
し
た
現
象
が
生
ず
る
の
で
し
ょ
う
か
。
実
は
、

ビ
ク
タ
ー
が
直
面
し
た
国
境
線
上
で
の
「
立
ち
往
生
」
は
、
無
国

籍
者
に
特
有
に
生
ず
る
現
象
で
す
。
パ
ス
ポ
ー
ト
が
無
効
と
な
る

と
、
ビ
ザ
も
無
効
に
な
り
ま
す
。
パ
ス
ポ
ー
ト
は
、「
こ
の
人
を

最
終
的
に
は
自
国
に
引
き
取
り
ま
す
よ
」
と
い
う
発
行
国
に
よ
る

誓
約
な
の
で
す
。
現
在
、
ど
の
国
で
も
、
他
の
国
が
最
終
的
に
は

引
き
取
っ
て
く
れ
る
と
い
う
保
証
が
な
い
限
り
、
外
国
人
を
入
国

さ
せ
ま
せ
ん
。
つ
ま
り
、
①
無
国
籍
者
は
、
ど
の
国
に
も
入
国
す

る
こ
と
が
で
き
ま
せ
ん
。
そ
し
て
、
現
在
の
入
国
管
理
の
仕
組
み

で
は
、
こ
の
よ
う
に
目
的
地
で
の
入
国
権
が
な
い
人
を
連
れ
て
き

た
場
合
に
は
、
航
空
会
社
の
責
任
で
送
り
返
す
こ
と
に
な
っ
て
い

ま
す
。
し
か
し
、
航
空
会
社
は
、
送
り
返
し
て
も
①
の
問
題
が
生

ず
る
た
め
、
経
費
負
担
を
避
け
る
た
め
、
②
帰
国
便
に
乗
せ
る
こ

と
を
し
ま
せ
ん
。
こ
う
し
て
、
自
分
が
ど
の
国
に
も
入
国
で
き
な

く
な
る
（
つ
ま
り
無
国
籍
状
態
に
陥
る
か
も
し
れ
な
い
）
こ
と
を

予
期
せ
ず
（
し
か
し
、
一
体
誰
が
予
期
で
き
る
で
し
ょ
う
か
）、

「
う
っ
か
り
」
出
国
す
る
と
、
①
②
の
結
果
ビ
ク
タ
ー
の
よ
う
な

運
命
に
さ
ら
さ
れ
る
わ
け
で
す
。

国
外
追
放
で
き
な
い
の
に
追
放
措
置
の
対
象
と
な
る
？

本
質
上
同
じ
こ
と
は
、
あ
る
国
に
居
住
中
に
許
さ
れ
た
在
留
期

間
を
す
ぎ
て
し
ま
っ
た
無
国
籍
者
に
も
生
じ
ま
す
。そ
の
場
合
は
、

空
港
の
タ
ー
ミ
ナ
ル
で
は
な
く
、
収
容
施
設
に
入
れ
ら
れ
て
し
ま

今
こ
そ
無
国
籍
状
態
の
可
視
化
を

今
こ
そ
無
国
籍
状
態
の
可
視
化
を

―
「
送
還
忌
避
者
」
の
収
容
問
題
の

―
「
送
還
忌
避
者
」
の
収
容
問
題
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

解
決
の
た
め
に
―

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

解
決
の
た
め
に
―

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授

小
畑　

郁
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い
ま
す
。
な
ぜ
、
収
容
施
設
に
入
れ
ら
れ
る
か
と
い
う
と
、「
追

放
措
置
の
対
象
と
な
る
」
か
ら
で
す
が
、
パ
ス
ポ
ー
ト
を
待
た
な

い
無
国
籍
者
の
場
合
、「
追
放
措
置
の
対
象
と
な
る
」
と
い
う
こ

と
と
「
追
放
さ
れ
る
」
と
い
う
こ
と
と
の
間
に
、
ほ
と
ん
ど
飛
び

越
え
ら
れ
な
い
ギ
ャ
ッ
プ
が
あ
る
こ
と
に
注
意
が
必
要
で
す
。
国

籍
国
で
な
い
国
が
、
あ
る
特
定
の
人
を
受
け
入
れ
て
も
よ
い
、
と

申
し
出
る
の
は
き
わ
め
て
稀
で
す
。
し
た
が
っ
て
、無
国
籍
者
は
、

無
視
で
き
る
例
外
的
場
合
を
除
き
、国
外
追
放
で
き
な
い
の
で
す
。

こ
の
「
ギ
ャ
ッ
プ
」
の
結
果
ほ
ぼ
自
働
的
に
生
じ
て
し
ま
う
の

は
、
追
放
措
置
を
担
保
す
る
た
め
の
身
柄
拘
束
（
あ
る
い
は
移
動

制
限
）
が
半
永
久
的
に
続
く
、
と
い
う
事
態
で
す
。
た
と
え
退
去

強
制
事
由
に
あ
た
る
こ
と
に
つ
い
て
本
人
に
道
義
的
責
任
が
あ
る

と
し
て
も
、
死
刑
や
無
期
懲
役
に
あ
た
る
ほ
ど
罪
が
重
い
わ
け
で

は
な
い
こ
と
に
注
意
す
べ
き
で
す
。
追
放
担
保
と
い
う
名
目
で
い

つ
ま
で
も
拘
束
す
る
こ
と
が
正
当
化
さ
れ
る
わ
け
が
な
い
の
で
す

が
、
無
国
籍
者
の
場
合
、
よ
ほ
ど
気
を
つ
け
て
制
度
を
作
ら
な
い

と
、
そ
う
し
た
こ
と
が
生
じ
て
し
ま
う
の
で
す
。

入
管
法
の
収
容
・
送
還
改
正
案
と
事
実
上
の
無
国
籍
者
問
題

こ
れ
ま
で
「
無
国
籍
者
」
と
い
う
言
葉
を
曖
昧
な
ま
ま
使
っ
て

き
ま
し
た
が
、
同
じ
問
題
は
、
事
実
上
無
国
籍
状
態
に
あ
る
人
に

も
生
じ
ま
す
。
つ
ま
り
「
引
き
取
り
義
務
を
果
た
す
国
」
が
な
い

場
合
、
あ
る
い
は
、
形
式
上
の
国
籍
国
に
帰
国
す
れ
ば
生
き
て
い

け
な
い
場
合
も
同
じ
で
す
。
こ
う
し
た
場
合
も
、「
国
に
よ
る
人

間
の
引
き
取
り
」
と
い
う
制
度
が
実
質
上
機
能
し
て
い
な
い
か
ら

で
す
。

現
在
（
二
月
末
）、
国
会
に
入
管
法
（
出
入
国
管
理
及
び
難
民

認
定
法
）
改
正
案
が
二
つ
提
出
さ
れ
て
い
ま
す
。
こ
の
う
ち
政
府

案
は
、「
送
還
忌
避
者
問
題
」（
と
そ
れ
が
原
因
だ
と
さ
れ
る
収
容

の
長
期
化
）
に
対
処
す
る
た
め
に
、
退
去
強
制
・
収
容
等
の
制
度

に
大
幅
な
手
直
し
を
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
す
。こ
れ
に
対
し
て
、

立
憲
民
主
党
な
ど
は
「
対
案
」
を
提
出
し
て
い
ま
す
。

「
送
還
忌
避
者
」
の
な
か
に
は
、（
事
実
上
の
）
無
国
籍
者
も
多

く
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
で
し
ょ
う
（
そ
う
し
た
問
題
が
顕
在
化
し

た
裁
判
例
と
し
て
、
東
京
地
判
二
〇
一
〇
年
二
月
一
九
日
『
判
例

タ
イ
ム
ス
』
一
三
五
六
号
一
四
六
頁
）。
国
会
審
議
に
お
い
て
は
、

「
法
の
タ
テ
マ
エ
」
に
固
執
す
る
の
で
は
な
く
、
生
き
た
人
間
が

直
面
す
る
現
実
を
徹
底
的
に
踏
ま
え
る
べ
き
で
し
ょ
う
。「
国
に

よ
る
人
間
の
引
き
取
り
」
と
い
う
制
度
が
機
能
し
な
い
現
実
は
、

不
必
要
で
理
由
の
な
い
人
間
の
身
柄
拘
束
を
避
け
る
た
め
に
、
眼

を
つ
ぶ
る
こ
と
が
で
き
な
い
も
の
で
す
。

 
（
小
畑
郁
「
地
球
上
の
ど
こ
か
に
住
む
権
利
」
書
斎
の
窓

二
〇
一
一
年
一

=

二
号
も
ご
覧
く
だ
さ
い
）
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令
和
二
年
六
月
一
二
日
、
超
党
派
の
議
員
連
盟
に
よ
り
第

二
〇
一
回
国
会
に
提
出
さ
れ
た
「
労
働
者
協
同
組
合
法
」
案
が
、

第
二
〇
三
回
国
会
に
お
い
て
全
会
一
致
で
一
二
月
四
日
に
成
立
し

た
。
法
制
化
を
目
指
し
活
動
を
始
め
二
〇
年
以
上
の
歳
月
を
か
け

て
成
立
に
至
っ
た
。
施
行
日
は
一
部
を
除
き
一
二
月
一
一
日
公
布

後
二
年
以
内
と
さ
れ
て
い
る
。

「
協
同
労
働
」
と
は
、
こ
れ
ま
で
の
一
般
的
働
き
方
と
し
て
の

雇
わ
れ
て
働
く
「
雇
用
労
働
」
と
は
違
い
、
一
人
ひ
と
り
が
出
資

者
・
経
営
者
・
労
働
者
で
あ
る
出
資
・
経
営
・
労
働
を
一
体
化
し

た
働
き
方
を
い
う
。

一
八
四
四
年
に
設
立
さ
れ
た
イ
ギ
リ
ス
の
ロ
ッ
チ
デ
ー
ル
先
駆

者
協
同
組
合
が
世
界
で
最
初
の
近
代
的
な
労
働
者
協
同
組
合
と
い

わ
れ
る
。
共
同
社
会
主
義
を
唱
え
た
ロ
バ
ー
ト
・
オ
ウ
エ
ン
の
思

想
に
基
づ
き
創
立
さ
れ
た
と
さ
れ
る
。
イ
ギ
リ
ス
で
始
ま
っ
た
協

同
組
合
は
そ
の
後
、
フ
ラ
ン
ス
（
一
八
四
八
年
）、
ド
イ
ツ

（
一
八
四
〇
―
一
八
五
〇
年
代
）、
イ
タ
リ
ア
（
一
八
五
四
年
）、

ス
ペ
イ
ン
（
一
九
世
紀
末
）
等
へ
と
広
が
り
、
失
業
対
策
に
貢
献

し
て
い
っ
た
。

日
本
に
お
い
て
も
、
一
九
四
九
年
の
緊
急
失
業
対
策
法
に
関
連

し
て
、
一
九
五
三
年
に
全
日
本
自
由
労
働
組
合
が
組
織
さ
れ
、

一
九
七
一
年
に
中
高
齢
者
を
主
と
し
た
失
業
対
策
の
一
環
と
し
て

「
高
齢
者
事
業
団
」
が
西
宮
市
に
誕
生
し
、
一
九
八
六
年
に
は
日

本
労
働
者
協
同
組
合
連
合
会
（
ワ
ー
カ
ー
ズ
コ
ー
プ
）
へ
と
発
展

し
た
。
一
方
で
、
国
際
協
同
組
合
同
盟
（
Ｉ
Ｃ
Ａ  

一
八
九
五
年

設
立
）
の
大
会
に
お
い
て
示
さ
れ
た
レ
イ
ド
ロ
ー
報
告
「
協
同
組

合
に
よ
る
地
域
づ
く
り
」
の
方
針
を
取
り
入
れ
た
ワ
ー
カ
ー
ズ
・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
も
、
一
九
八
二
年
に
第
一
号
が
神
奈
川
で
誕
生
し

て
い
る
。
生
活
ク
ラ
ブ
生
協
に
参
加
し
て
い
た
主
婦
た
ち
が
主
体

と
な
っ
て
、
雇
う
―
雇
わ
れ
る
関
係
で
な
い
地
域
に
根
ざ
し
た
、

地
域
の
た
め
の
、
生
活
者
と
し
て
の
協
同
労
働
と
い
う
理
念
に
基

づ
き
活
動
し
て
い
る
。

日
本
に
は
個
別
法
と
し
て
一
〇
を
超
え
る
産
業
別
の
種
別
協
同

組
合
法
が
存
在
し
て
い
る
が
、
協
同
労
働
の
協
同
組
合
は
、
そ
の

ど
れ
に
も
当
て
は
ま
ら
な
い
た
め
に
、
こ
れ
ま
で
法
人
格
を
取
得

協
同
労
働
と
い
う
働
き
方

協
同
労
働
と
い
う
働
き
方

　
　
　

―
労
働
者
協
同
組
合
法
成
立
―

　
　
　

―
労
働
者
協
同
組
合
法
成
立
―

研
究
セ
ン
タ
ー
研
究
員

特
定
社
会
保
険
労
務
士

　
　

藤
木　

美
能
里
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で
き
ず
、
活
動
に
様
々
な
制
限
を
受
け
て
き
た
。
一
〇
年
前
に
超

党
派
議
員
連
盟
で
法
案
を
採
択
し
た
が
、
労
働
者
保
護
を
受
け
ら

れ
な
い
低
賃
金
労
働
と
な
る
懸
念
か
ら
、
労
働
組
合
等
か
ら
の
反

対
が
あ
り
、
国
会
に
は
提
出
さ
れ
な
か
っ
た
経
緯
が
あ
る
。
今
回

成
立
し
た
法
律
で
は
、
そ
の
懸
念
を
回
避
す
る
た
め
、
組
合
の
理

事
及
び
監
事
以
外
の
組
合
員
は
協
同
組
合
と
労
働
契
約
を
締
結
す

る
と
規
定
さ
れ
た
（
法
第
三
条
二
項
二
号
、
第
二
〇
条
）。
ま
た
、

労
働
条
件
等
は
就
業
規
則
を
作
成
又
は
労
働
協
約
を
締
結
し
総
会

で
報
告
す
る
と
規
定
し
て
い
る
（
法
第
六
六
条
二
項
）。

ス
ペ
イ
ン
最
高
裁
二
〇
一
九
年
五
月
八
日
判
決
で
は
、
偽
装
労

働
者
協
同
組
合
が
、
人
件
費
と
社
会
保
険
料
の
削
減
を
目
論
む
食

肉
加
工
会
社
と
共
謀
し
、
一
旦
解
雇
し
た
食
肉
加
工
会
社
の
従
業

員
を
労
働
者
協
同
組
合
の
組
合
員
と
し
て
加
入
さ
せ
た
上
、
こ
れ

に
異
を
唱
え
る
協
同
労
働
者
と
労
働
組
合
の
争
議
行
為
を
妨
害
し

た
事
案
に
対
し
、
労
働
者
の
違
法
譲
渡
を
認
め
、
労
働
者
協
同
組

合
の
組
合
員
に
労
働
基
本
権
を
認
容
し
た
。

日
本
に
お
い
て
も
、
ワ
ー
カ
ー
ズ
・
コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
の
組
合
員

の
労
基
法
上
の
労
働
者
性
が
問
わ
れ
た
、企
業
組
合
ワ
ー
カ
ー
ズ
・

コ
レ
ク
テ
ィ
ブ
轍
・
東
村
山
事
件
（
東
京
高
裁
令
和
元
年
六
月
四

日
判
決
）
が
あ
る
。
こ
の
事
案
で
は
、
企
業
組
合
の
形
態
を
取
っ

て
い
た
こ
と
で
労
働
者
性
は
否
定
さ
れ
て
い
る
が
、
本
法
律
が
施

行
さ
れ
る
と
、
企
業
組
合
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ
か
ら
の
組
織
変
更
手
続
き
も

可
能
と
な
る
（
法
附
則
第
四
条
〜
二
九
条
）。

近
年
の
デ
ジ
タ
ル
化
の
進
展
に
よ
り
、
多
様
な
働
き
方
が
広

が
っ
て
お
り
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
感
染
拡
大
の
影

響
を
受
け
て
、
営
業
時
間
の
短
縮
や
休
業
、
失
業
者
も
徐
々
に
増

加
す
る
中
、
収
入
減
を
補
う
た
め
に
兼
業
・
副
業
も
促
進
さ
れ
、

発
注
者
に
対
し
て
経
済
的
従
属
的
に
働
く
自
営
業
者
（
ギ
グ
ワ
ー

カ
ー
、
フ
リ
ー
ラ
ン
ス
等
）
も
増
加
し
て
い
る
。
一
方
で
、
労
基

法
上
の
労
働
者
で
あ
っ
て
も
、
裁
量
労
働
で
自
律
的
に
働
く
者
も

お
り
、
協
同
労
働
を
含
め
多
様
な
働
き
方
が
広
が
る
中
、
三
五
年

前
に
作
ら
れ
た
労
働
者
性
の
判
断
基
準
の
見
直
し
を
検
討
す
る
必

要
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
働
き
方
の
形
態
を
問
わ
ず
法
的
保
護

の
必
要
な
社
会
が
到
来
し
て
い
る
。

Ｅ
Ｕ
で
は
、
二
〇
一
九
年
一
一
月
に
「
労
働
者
及
び
自
営
業
者

の
社
会
保
障
ア
ク
セ
ス
勧
告
」
が
採
択
さ
れ
、
自
営
業
者
へ
の
失

業
給
付
を
含
む
社
会
保
障
六
分
野
へ
の
適
用
を
要
請
し
て
い
る
。

ま
た
、
一
定
の
自
営
業
者
の
団
体
交
渉
禁
止
を
免
除
す
る
議
論
も

始
ま
っ
て
い
る
。

二
〇
〇
〇
年
に
採
択
さ
れ
た
国
連
Ｍ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
第
一
目
標
と
国

際
協
同
組
合
同
盟
の
第
一
目
標
が
一
致
し
、
二
〇
〇
二
年
に
Ｉ
Ｌ

Ｏ
第
一
九
三
号
「
協
同
組
合
の
促
進
に
関
す
る
勧
告
」
が
発
出
さ

れ
、
協
同
労
働
は
デ
ィ
ー
セ
ン
ト
ワ
ー
ク
を
推
進
し
て
い
る
こ
と

で
人
権
と
親
和
性
が
高
く
、
Ｓ
Ｄ
Ｇ
ｓ
の
推
進
に
も
貢
献
す
る
と

考
え
ら
れ
る
。
今
後
の
協
同
労
働
の
発
展
が
期
待
さ
れ
る
。
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嘱
託
研
究
員　

埋
橋　

孝
文
（
同
志
社
大
学
社
会
学
部
教
授
）　

　
　
　
　
　
　
　

呉　
　

永
鎬
（
鳥
取
大
学
地
域
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

川
上　

泰
彦
（
兵
庫
教
育
大
学
大
学
院
学
校
教
育
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

惣
脇　
　

宏
（
京
都
産
業
大
学
現
代
社
会
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

田
中　

宏
樹
（
同
志
社
大
学
大
学
院
総
合
政
策
科
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

村
井　

琢
哉
（
Ｎ
Ｐ
Ｏ
法
人
山
科
醍
醐
こ
ど
も
の
ひ
ろ
ば
理
事
長
）

　
　
　
　
　
　
　

村
上　

正
直
（
大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
研
究
科
教
授
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
四
（
性
的
マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
と
人
権
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

風
間　
　

孝
（
中
京
大
学
教
養
教
育
研
究
院
教
授
）

　

専
任
研
究
員　

堀
江　

有
里

　

嘱
託
研
究
員　

有
田　

啓
子
（
立
命
館
大
学
生
存
学
研
究
所
客
員
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　

野
さ
お
り
（  

国
立
社
会
保
障
・
人
口
問
題
研
究
所
人
口
動
向
研

究
部
第
二
室
長
）

　
　
　
　
　
　
　

熊
本　

理
抄
（
近
畿
大
学
人
権
問
題
研
究
所
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

小
門　
　

穂
（
神
戸
薬
科
大
学
薬
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

新
ヶ
江
章
友
（
大
阪
市
立
大
学
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

水
野　

英
莉
（
流
通
科
学
大
学
人
間
社
会
学
部
准
教
授
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
五
（
ビ
ジ
ネ
ス
と
人
権
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

吾
郷　

眞
一
（  

立
命
館
大
学
衣
笠
総
合
研
究
機
構
教
授
・
国
際
平

和
ミ
ュ
ー
ジ
ア
ム
館
長
）

　

専
任
研
究
員　

井
上　

良
子

　

嘱
託
研
究
員　

植
田　

健
一
（  

フ
ロ
ネ
ー
シ
ス
社
会
保
険
労
務
士
事
務
所 

社
会

保
険
労
務
士
）

　
　
　
　
　
　
　

定
金　

史
朗
（
Ｄ
Ｔ
弁
護
士
法
人
弁
護
士
）

　
　
　
　
　
　
　

菅
原　

絵
美
（
大
阪
経
済
法
科
大
学
国
際
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

髙
橋　

宗
瑠
（
大
阪
女
学
院
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

三
輪　

敦
子
（（
一
財
）
ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
）

◆
研
究
部
門
の
紹
介
（
二
〇
二
一
年
四
月
一
日
現
在
・
五
十
音
順
）

　

所　
　
　

長　

坂
元　

茂
樹
（
神
戸
大
学
名
誉
教
授
）

　
特
別
客
員
研
究
員　

大
谷　
　

實
（
理
事
長
・
前
学
校
法
人
同
志
社
総
長
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
一
（
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
と
人
権
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

毛
利　
　

透
（
京
都
大
学
大
学
院
公
共
政
策
連
携
研
究
部
教
授
）

　

専
任
研
究
員　
（
非
常
勤
）
松
村　

啓
志

　

嘱
託
研
究
員　

角
松　

生
史
（
神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

島
村　
　

健
（
神
戸
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

杉
木　

志
帆
（
香
川
大
学
教
育
学
部
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

曽
我
部
真
裕
（
京
都
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

中
村　

知
里
（
関
西
大
学
法
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

成
原　
　

慧
（
九
州
大
学
法
学
研
究
院
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

松
本　

和
彦
（
大
阪
大
学
大
学
院
高
等
司
法
研
究
科
教
授
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
二
（
共
に
生
き
る
地
域
研
究
の
可
能
性
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

井
岡　

康
時
（
奈
良
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

小
林　

丈
広
（
同
志
社
大
学
文
学
部
教
授
）

　

専
任
研
究
員　

中
川　

理
季

　

嘱
託
研
究
員　

秋
元　

せ
き
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
歴
史
調
査
員
）

　
　
　
　
　
　
　

小
林
ひ
ろ
み
（
奈
良
県
文
化
資
源
活
用
課
嘱
託
職
員
）

　
　
　
　
　
　
　

関
口　
　

寛
（
四
国
大
学
経
営
情
報
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

廣
岡　

浄
進
（
大
阪
市
立
大
学
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

山
内　

政
夫
（
柳
原
銀
行
記
念
資
料
館
事
務
局
長
）

〇
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
三
（
子
ど
も
の
人
権
）

　

リ
ー
ダ
ー　
　

山
野　

則
子（
大
阪
府
立
大
学
大
学
院
人
間
社
会
シ
ス
テ
ム
科
学
研
究
科
教
授
）

　

専
任
研
究
員　

有
江
デ
ィ
ア
ナ
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﹇
登
録
研
究
員
﹈

　
（
登
録
チ
ー
ム
一
）
ア
ジ
ア
に
お
け
る
国
際
的
人
権
保
障
の
動
態
的
研
究

　
　

代
表
者　
　

坂
元　

茂
樹
（
所
長
・
神
戸
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

阿
部　

浩
己
（
明
治
学
院
大
学
国
際
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
有
江
デ
ィ
ア
ナ

　
　
　
　
　
　
　

小
畑　
　

郁
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

北
村　

泰
三
（
中
央
大
学
大
学
院
法
務
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
杉
木　

志
帆
（
香
川
大
学
教
育
学
部
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

德
川　

信
治
（
立
命
館
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

戸
田　

五
郎
（
京
都
産
業
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

中
井
伊
都
子
（
甲
南
大
学
学
長
・
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

西
井　

正
弘
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

初
川　
　

満
（
愛
知
学
院
大
学
法
務
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

本
田　

悠
介
（
神
戸
大
学
海
洋
政
策
科
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

前
田　

直
子
（
京
都
女
子
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

水
島　

朋
則
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
三
輪　

敦
子
（（
一
財
）ア
ジ
ア
・
太
平
洋
人
権
情
報
セ
ン
タ
ー
所
長
）

　
　
　
　
　
　

※
村
上　

正
直
（
大
阪
大
学
大
学
院
国
際
公
共
政
策
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

薬
師
寺
公
夫
（
立
命
館
大
学
名
誉
教
授
）

　
（
登
録
チ
ー
ム
二
）  

近
代
都
市
に
お
け
る
地
域
共
同
体
の
変
容
に
関
す
る
歴
史
的

研
究

　
　

代
表
者　

※
井
岡　

康
時
（
奈
良
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
秋
元　

せ
き
（
京
都
市
歴
史
資
料
館
歴
史
調
査
員
）

　
　
　
　
　
　
　

今
村　

壽
子

　
　
　
　
　
　
　

梅
田　

千
尋
（
京
都
女
子
大
学
文
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

奥
本　

武
裕
（
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
所
長
）

　
　
　
　
　
　

※
小
林　

丈
広
（
同
志
社
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
小
林
ひ
ろ
み
（
奈
良
県
文
化
資
源
活
用
課
嘱
託
職
員
）

　
　
　
　
　
　
　

河
内　

将
芳
（
奈
良
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

重
光　
　

豊
（
京
都
市
教
育
委
員
会
総
合
育
成
支
援
課
参
与
）

　
　
　
　
　
　

※
関
口　
　

寛
（
四
国
大
学
経
営
情
報
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

西
山　
　

剛
（
京
都
文
化
博
物
館
学
芸
員
）

　
　
　
　
　
　

※
廣
岡　

浄
進
（
大
阪
市
立
大
学
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
山
内　

政
夫
（
柳
原
銀
行
記
念
資
料
館
事
務
局
長
）

　
（
登
録
チ
ー
ム
三
）  

マ
イ
ノ
リ
テ
ィ
の
包
摂
／
排
除
を
め
ぐ
る
生
政
治：部
落
改
善・

融
和
政
策
の
歴
史
社
会
学
的
研
究

　
　

代
表
者　
　

野
口　

道
彦
（
大
阪
市
立
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　

※
井
岡　

康
時
（
奈
良
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

石
元　

清
英
（
関
西
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

奥
本　

武
裕
（
奈
良
県
立
同
和
問
題
関
係
史
料
セ
ン
タ
ー
所
長
）

　
　
　
　
　
　

※
小
林　

丈
広
（
同
志
社
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

白
石　

正
明
（
佐
賀
部
落
解
放
研
究
所
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　

杉
本　

弘
幸
（
佛
教
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　

※
関
口　
　

寛
（
四
国
大
学
経
営
情
報
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

田
中　

和
男
（
関
西
学
院
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

手
島　

一
雄
（
大
阪
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　

※
廣
岡　

浄
進
（
大
阪
市
立
大
学
人
権
問
題
研
究
セ
ン
タ
ー
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

山
本　

崇
記
（
静
岡
大
学
人
文
社
会
科
学
部
准
教
授
）

　
（
登
録
チ
ー
ム
四
）
京
都
に
お
け
る
在
日
コ
リ
ア
ン
の
歴
史

　
　

代
表
者　
　

水
野　

直
樹
（
立
命
館
大
学
文
学
部
客
員
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

杉
本　

弘
幸
（
佛
教
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

高
野　

昭
雄
（
大
阪
大
谷
大
学
教
育
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

鄭　
　

栄
桓
（
明
治
学
院
大
学
教
養
教
育
セ
ン
タ
ー
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

仲
尾　
　

宏
（
京
都
芸
術
大
学
客
員
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

盧　
　

相
永
（
大
阪
外
語
専
門
学
校
講
師
）
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マ
ー
サ
・
メ
ン
セ
ン
デ
ィ
ー
ク
（
同
志
社
大
学
社
会
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

源　
　

淳
子

　
　
　
　
　
　
　

山
下　

明
子

　
　
　
　
　
　
　

吉
田　

容
子
（
弁
護
士
）

（
登
録
チ
ー
ム
七
）
移
住
者
と
人
権
の
研
究

　
　

代
表
者　
　

薬
師
寺
公
夫
（
立
命
館
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

内
田　

晴
子
（
京
都
女
子
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

小
畑　
　

郁
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

飛
田　

雄
一
（（
公
財
）
神
戸
学
生
青
年
セ
ン
タ
ー
理
事
長
）

　
　
　
　
　
　
　

古
屋　
　

哲
（
大
谷
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

前
田　

直
子
（
京
都
女
子
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

水
島　

朋
則
（
名
古
屋
大
学
大
学
院
法
学
研
究
科
教
授
）

　
（
無
所
属
）

　
　
　
　
　
　
　

下
坂　
　

守
（
京
都
国
立
博
物
館
名
誉
館
員
）

　
　
　
　
　
　
　

菅
澤　

庸
子
（
大
手
前
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

師
岡　

康
子
（  

大
阪
経
済
法
科
大
学
ア
ジ
ア
太
平
洋
研
究
セ
ン

タ
ー
客
員
研
究
員
）

　
　
　
　
　
　
　

矢
野　
　

亮
（
長
野
大
学
社
会
福
祉
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

山
路　

興
造
（
元
京
都
市
歴
史
資
料
館
長
）

　
　
　
　
　
　
　

吉
田
栄
治
郎
（
天
理
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　
（
注
）  

複
数
チ
ー
ム
へ
の
登
録
あ
り

※
印
は
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
チ
ー
ム
の
研
究
員

　
　
　
　
　
　
　

藤
井
幸
之
助
（
同
志
社
大
学
嘱
託
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

松
下　

佳
弘

　
　
　
　
　
　
　

安
田　

昌
史
（
同
志
社
大
学
大
学
院
特
任
助
手
）

　
　
　
　
　
　
　

李　
　

洙
任
（
龍
谷
大
学
経
営
学
部
教
授
）

　
（
登
録
チ
ー
ム
五
）
人
権
と
教
育

　
　

代
表
者　
　

中
島　

智
子
（
元
プ
ー
ル
学
院
大
学
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

伊
藤　

悦
子
（
京
都
教
育
大
学
教
育
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

岩
槻　

知
也
（
京
都
女
子
大
学
発
達
教
育
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

上
杉　

孝
實
（
京
都
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

岡
田　

敏
之
（
同
志
社
大
学
教
員
免
許
セ
ン
タ
ー
ア
ド
バ
イ
ザ
ー
）

　
　
　
　
　
　
　

小
泉　

友
則
（
立
命
館
大
学
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

田
中　
　

宏
（
一
橋
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

外
川　

正
明
（
京
都
教
育
大
学
名
誉
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

友
永　

雄
吾
（
龍
谷
大
学
国
際
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

野
崎　

志
帆
（
甲
南
女
子
大
学
文
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

藤
原　

孝
章
（
同
志
社
女
子
大
学
現
代
社
会
学
部
特
任
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　
古
久
保
さ
く
ら
（
大
阪
市
立
大
学
大
学
院
創
造
都
市
研
究
科
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

松
波
め
ぐ
み
（
龍
谷
大
学
他
非
常
勤
講
師
）

　
　
　
　
　
　
　

山
ノ
内
裕
子
（
関
西
大
学
文
学
部
教
授
）

（
登
録
チ
ー
ム
六
）
ジ
ェ
ン
ダ
ー
平
等
と
女
性
の
人
権
に
関
す
る
総
合
的
研
究

　
　

代
表
者　
　

出　

節
子
（
京
都
華
頂
大
学
現
代
家
政
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

軽
部　

恵
子
（
桃
山
学
院
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

澤　
　

敬
子
（
京
都
女
子
大
学
現
代
社
会
学
部
准
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

谷
口　

洋
幸
（
青
山
学
院
大
学
法
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

林　
　

陽
子
（
弁
護
士
）

　
　
　
　
　
　
　

馬
場　

ま
み
（
京
都
華
頂
大
学
現
代
家
政
学
部
教
授
）

　
　
　
　
　
　
　

伏
見　

裕
子
（
大
阪
府
立
大
学
工
業
高
等
専
門
学
校
講
師
）

　
　
　
　
　
　

※
堀
江　

有
里
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